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はじめに 

 

近年、社会状況の急激な変化に伴う経済的貧困層の拡大は、日本の相対貧困率を先進

国で第 2 位に引き上げました(※1)。特に若年の生活困窮者は増加の一途をたどり、24 歳以

下の労働人口における非正規率は 42.6％に及んでいます(※2)。この状況は職場の人間関係

の希薄化を生み、また非正規による経済的困窮は生涯未婚率(※3)を大きく引き上げています。

「生活困窮」と「社会的孤立」という 2 つの現象は相互に大きく連動しており、弱い立場にある人

ほど、社会や地域の関係性から遠ざけられて孤立し、さらなる経済的困窮を生むという、負の

ループに陥ります。また、負のループから抜け出すために、「誰かに相談する」ことさえ困難に

なった社会構造の変化(※4)は、孤立や貧困の状態を未解決のまま放置し、そこから様々な

社会的リスクを生んでいます。 

 

この社会的課題に取り組むための事業である、平成 27 年度からの「生活困窮者自立支援

制度」の理想的な相談支援の在り方を考えたとき、生活困窮や孤立の状態にある人にとって

たどりつきやすい支援機関であること、またたどりついた後に、相談者と支援者が良好な信頼

関係を継続することが大切である、と私たちは考えました。そしてこの大きな課題を解くため

のカギとなる「こたえ」を持っているのは、実際に複数の困難の中で支援機関にたどり着き、

生活困窮や孤立の状態から抜け出すための努力を重ねている「相談者」本人であると信じ、

今回のヒアリング調査に乗り出しました。 

 

複数の困難を抱えて長期間孤立した状態から、一歩一歩回復し、社会とのつながりを取り

戻している 67人の相談者の声は、「孤立」という状態がどれだけ人の心をむしばむのか、そこ

からまた誰かを「信じる」とはどういうことなのか、そして相談者にとって、どのような支援者や

地域であるべきなのか、の深い示唆に満ちています。 

この報告書にある相談者の「小さな声」が多くの人に届き、そこで語られている物語に真摯

に耳を澄ませることで、たくさんの地域で「誰もが孤立しない社会」にむけた確かな一歩が生

まれることを願ってやみません。 

 

平成 26年 3月 一般社団法人 草の根ささえあいプロジェクト 

 

※1：OECD「対日経済審査報告書 2013年版」 

※2：総務省「労働力調査(基本集計)」(平成 26年 1月分) 

※3：生涯未婚率とは、50歳になった時点で一度も結婚をしたことがない人の割合。 

※4：隣近所の人と「ほとんど行き来していない」もしくは「あてはまる人がいない」との回答は

全体の 39.6％、職場・仕事関係の人と「ほとんど行き来していない」もしくは「あてはまる

人がいない」との回答は全体の 41.5％にのぼる。 

内閣府「国民生活選好度調査」（平成 18年度）特別集計
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第１章：調査概要 
 

１．調査の内容 

 

重複した困難を抱えている生活困窮者の方々は、1つの専門分野だけでは解決できない

複雑な状況に陥っているため、社会で誰かとつながることが難しく、孤立してしまう。孤立や 

貧困の解決につなげるためには、支援機関が、誰にとっても相談したいときにたどりつきやす

いものでなければならない。また、支援機関が相談者との良好な関係性を築き、それを継続

していかなければ、重複した課題を抱える生活困窮者の解決に至らない。 

重複した困難を抱え、地域で孤立する生活困窮者の「相談者像」は明らかになりつつある

が、それらの方が支援機関にたどりつくまでのプロセスや、その後相談員とどのような関係を

構築すれば、継続した支援につながるかは、未だ明らかになっていない。 

そこで、相談者へのヒアリングを通して、相談者を取り巻く状況を整理分析することで、 

早期発見と継続した見守りが機能し、孤立や貧困の解決につながる相談支援事業所の在り

方とは何かを解明する。 

 

２．調査の対象者 

 

調査対象地区等 北海道、東北、関東、愛知、岐阜、関西 

調査対象者等 
関連する支援機関・事業所から支援を受けている相談者、 

担当支援者 

調査方法 

聞き取り調査 

・生活困窮者を対象とした相談支援機関に関わる第一人者へ 

聞き取り、対象機関のリストアップ後、委員会でバランス等 

を検討の上、ヒアリング対象となる支援機関を決定 

・支援機関のサポートを受けて、一定の状況の回復に至った 

相談者及び担当支援者を選定 

調査客体数 相談者 67人、担当支援者 40人 
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３．相談者へのヒアリング 

 

（１） ヒアリングの方法 

◇１次ヒアリング：下記のヒアリング項目について相談者から実施 

◇２次ヒアリング：担当支援員から相談者の話を補足する情報について 

  追加ヒアリングを実施 

 

（２） ヒアリングの内容 

１） 生活困窮者が相談支援機関にたどり着くまでのプロセス 

２） 生活困窮者が過去に関わった支援機関での失敗パターン 

３） 生活困窮者と支援機関の支援員とが築いている継続的な関係性と、 

そこに至るプロセスや手法 

 

４．調査の体制 

 

（１） 調査員（ヒアリング） 

◇支援現場で相談支援や対人支援に従事している者を中心とした 28名で構成 

◇調査対象者へのヒアリングを担当 

 

（２） 調査ワーキングチーム（研究・分析） 

◇主に調査員の中から選出した、9名で構成 

◇事例分析・考察を担当 

 

（３） 当事者から見た相談支援事業検討委員会（調査事業のスーパーバイズ） 

◇6名の有識者で構成 

◇3回の会合を持ち、聞き取り調査及び研究・分析へのスーパーバイズを行う 
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＜調査員の特色＞ 

 

専門分野または 

現在従事している分野 
保有資格 ヒアリング 

研究 

分析 

生活困窮者等の相談支援 
産業カウンセラー、 

ヘルパー2級、保育士 
○  

ホームレス支援  ○ ○ 

ホームレス支援  ○ ○ 

ホームレス支援  ○  

ホームレス支援  ○  

若者就労相談 キャリアコンサルタント ○  

子ども・若者総合相談 産業カウンセラー ○  

子ども・若者総合相談 看護師 ○ ○ 

子どもの学習支援  ○  

子どもの虐待防止 キャリアコンサルタント ○  

子育て支援  ○ ○ 

母子家庭の生活支援 キャリアコンサルタント ○ ○ 

母子家庭の生活支援 キャリアコンサルタント ○ ○ 

不登校・ひきこもり支援  ○  

市民活動支援・若者の居場所づくり  ○  

就労支援 産業カウンセラー ○  

障害者の相談支援 社会福祉士 ○  

障害者の生活支援 ヘルパー2級 ○  

障害者の生活支援 介護福祉士 ○  

障害者の家族支援  ○  

障害者の地域活動支援 看護師 ○  

障害者の地域活動支援 臨床心理士 ○  

障害者の就労支援  ○  

成年後見 社会福祉士 ○ ○ 

コーチング  ○  

ユニバーサルデザイン ヘルパー2級 ○ ○ 

ファシリテーション  ○ ○ 
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５．調査対象者属性データ 

 

 今回聞き取り調査を実施した調査対象者の概況は下記の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                     

調査地域

無・不明
34

身体障害 4

知的障害 6

精神障害
14

発達障害
3

障害２以上
あり 5

その他 1

障害の有無

性別

年齢 家族状況

疾病の有無

なし 22

あり 37

男 44 

女 23 

愛知 3１ 

関西 

 6 

岐阜 6 

関東 16 

北海道 

7 

東北 1 

30 代 16 

40 代 14 

60 代 10 
20 代 9 

50 代 5 

10 代 

 7 

70 代 4 

不明 2 

単身(家族なし 
/絶縁状態) 16 

家族と別居 
 22 

家族と同居 
26 

その他 2 
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収入の状況
就労+年金+
生活保護 2

生活保護
+就労 3

生活保護
+年金 5

就労+年金
7

年金 4

就労収入
18

生活保護
14

 調査対象者の 6割以上が就労、またはボランティア等中間的な就労に従事している。また、

半数近くが就労等の収入と併せながら生活保護を利用していた。半数以上には貯蓄がなく、

住まいは 7割が賃貸であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就労/日中活動 ： 内容

資産状況：貯蓄

なし 27

あり 22

資産状況：住宅

賃貸 39

家族所有

持家 10
本人所有

持家 3

現在働いて

いない 25 

アルバイト・

パート 12 

障害者の就労

支援施設 17 

ボランティア 5 自営業 3 

その他 3 

社員・契約社員 2 
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これまでに相談に行ったことがある場所と、そのうち現在も関係が続いている場所に 

ついても調査をした。 

 

 

 

0 10 20 30 40

病院 （身体）

病院 （精神）

保健所・保健師

行政窓口

障害者の相談支援機関

民間の支援団体

ハローワーク

若者サポートステーション

民生委員

社会福祉協議会

警察

法テラス

友人

家族

その他

相談履歴：行ったことがある

相談履歴：今も関係が続いている

（件）



 

 

  



 

 

 

 

 

 

第２章 

 

調査・分析のプロセス 
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第２章：調査・分析のプロセス 
 

 

 

１．調査手法と調査シートの開発 

 

（１） 調査対象者及び調査員の選定 

 

① 「当事者から見た相談支援事業検討委員会」から対人支援または相談支援事業を

実施している事業所の紹介を受けた。 

② 事業所の選定においては、対人支援または相談支援事業において先駆的な取り

組みを実施、成果を上げている事業所を中心に選定した。 

③ 各事業所の事業や専門分野の法律や制度、支援に関して知識のある調査員を担

当とした。また、調査員は原則として２人１組で訪問し、ヒアリングとヒアリングシート

のまとめを実施することとした。 

④ 調査員が電話やメール等で①で選定された調査事業所の支援者に、今回の調査

の趣旨を説明。 

⑤ 聞き取りへ協力してもらえる調査対象者を、支援者に選定してもらい、紹介を受け

た。 

  

 

⑥ 

調査チーム 

①調査先事業所の紹介 

調査内容・手法に対する助言 

②調査先事業所のリストアップ 

③調査員と調査先とのマッチング 

③ ⑦ 

    

 

 

 

検討委員会 

      

  

 

⑧ 

⑨ 

⑪ 

⑩ 

② 

① 

 調査ワーキングチーム 

  

 

④ 

 

分析チーム 

  
    

⑤ 

④調査先事業所への調査依頼 

⑤調査対象者の選定 

⑥「配慮事項確認書」の取り交わし 

⑦聞き取り調査 

⑧調査票（ヒアリングシート）の記入 

⑨調査票（ヒアリングシート） 

の読み込み・分析 

⑩調査、分析結果の報告 

⑪調査、分析内容に対する助言 

調査 

対象者 

＜調査の全体像＞ 

 



 

 

   15

 

（２） 訪問前の準備⑥ 

 

事業所の支援者から「配慮事項確認書」を頂き、聞き取り調査をするにあたり、 

調査対象者に配慮すべき障害特性などを事前に、調査員が把握した。 
 

（３） ヒアリング⑦ 

 

１） 最初は事業所の支援者、調査対象者、調査員の三者が面談。 

自己紹介をして、あらためて調査の趣旨を説明した。 

 

２） その後は調査対象者と調査員の二者で、調査対象者への聞き取り

調査を実施。（初対面の調査員と二者では聞き取りが難しい場合には、

支援者も同席） 

 

３） 最後に、再度支援者に同席してもらい、支援者にも聞き取りを実施。

また、調査対象者本人の記憶があいまいな点などについて、支援者

に確認。 

 

（４） 訪問後⑧ 

 

調査票（ヒアリングシート）にヒアリング内容をまとめた。 

 

＜ヒアリングのために開発したツール＞ 

資 料 目 的 

調査対象者の 

選定基準書 

今回の調査対象者である「重複した困難を抱えた方」が、ど

のような方かをイメージし、調査対象者を選ぶことができる

為のチェックリストを開発。 

配慮事項確認書 

障害特性、病気など、聞き取り調査をするにあたり、調査対

象者に対して配慮すべきことを調査員が聞き取り調査の前に

把握しておくために開発。 

ヒアリングシート 

調査対象者の属性、相談窓口にたどり着く前からたどり着く

まで、および相談から社会的自立までのプロセスを聞き取り、

整理するためのシートとして開発。 

聞き取り調査 

マニュアル 

調査員スタート時期の不安軽減のため、先行調査に取り組ん

だメンバーを中心に開発。 

 

 
 

 
  

 
支援者 調査員 

調査対象者 

 
 

 
 

調査員 調査対象者 

 
 

 
  

 
支援者 調査員 

調査対象者 
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＜調査対象者の選定基準書＞ 

 

 
 

 

  

調査対象の定義『重複困難のチェックリスト』

生活困窮かつ困りごと・悩み・問題・課題→困難

☑ 困難 ☑ 具体的な困りごと・悩み・問題・課題 メモ 備考

仕事がない

仕事が上手くいかない

就職活動

職場環境

その他

いじめ

不登校

進路

成績

スキル開発

その他

発達の悩み

居場所に関する悩み

引きこもり

周囲の無理解

コミュニケーション

犯罪

その他

食事

障害の悩み

生活習慣

病気

依存

お金

その他

DV

住居環境が保障されていない

虐待

家族関係

環境への不適応

その他

　↑　ここにチェックが２つ以上つくと調査対象

就労

教育

環境

社会関係

生活
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＜配慮事項確認書＞ 
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＜ヒアリングシート＞（1枚目/4枚） 
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＜ヒアリングシート＞（2枚目/4枚） 
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＜ヒアリングシート＞（3枚目/4枚） 
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＜ヒアリングシート＞（4枚目/4枚） 
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２．調査チーム会議の開催 

 

調査開始前に調査員説明会を実施。調査の趣旨及び調査シートの記入の仕方などを

説明した。また、ヒアリング調査の経験がある調査員から、聞き取りの仕方のポイントや留

意する点などが説明された。 

調査開始後 1か月程度で、調査員の聞き取り内容や量にばらつきがみられたことを踏ま

え、調査シートの改訂を実施。再度調査員説明会を実施し、新シートの記入方法を確

認するとともに、聞き取り方法や聞き取り調査時に困難に感じていることについて意見交換

を行った。 

30名近い調査員は全て仕事に就いているため、定期的に全員が集まって会合を持つこ

とが難しかった。そのため進捗確認や情報共有にはメールやクローズドの SNSを利用した。 

 

３．ヒアリング質問項目 

 

 聞き取り調査対象者へのヒアリングの質問は、大きく 3項目を基本とした。 

（１） 現在の支援機関にたどり着くまでのプロセス 

（２） 現在支援が継続している機関との出会い 

（３） 「信頼関係の構築」につながった理由 
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４．ヒアリングの目的と内容 

 

（１） 現在の支援機関にたどり着くまでのプロセス 

 重複した困難を抱えた人は、いくつかの支援機関に相談に行くが、うまくいかなかった

経験を持っていることが多い。「支援者と信頼関係を築けなかった経験」を聞き、失敗の

要因を明らかにすることを目的とした。 

１） 現在の支援機関にたどり着く以前に、支援機関で相談やサービスを受けた経験

があれば、その支援機関、及び現在もつながりがあるか 

２） 支援機関とうまくいかなかったと感じた時のエピソード 

 

（２） 現在の支援機関との出会い 

 重複した困難を抱えた人は、すでに自ら相談する力が弱くなっており、どこに相談をし

たらよいかわからない場合も多い。その中で、現在も関わりがあり、信頼関係を築くこと

ができた支援者との出会いのきっかけを聞き、社会的な孤立の状態にある方の早期発

見の方法を明らかにすることを目的とした。 

１） 現在の支援機関にたどりついたきっかけ 

２） 以前に関わったことのある支援機関との違いについて 

３） 具体的には、その支援機関を「知った時」「行ってみよう、相談しようと思った時」の

エピソード 

 

（３） 「信頼関係の構築」につながった理由 

 現在の支援者や支援機関とどのように信頼関係を構築したか、また、どのような 

プロセスで社会的孤立の状態を脱したかを明らかにすることを目的とした。 

１） 現在の支援者や支援機関とどのように信頼関係を構築したか 

２） 具体的には、その支援機関で「相談し続けようと思った時」のエピソード 

 

（４） その他 

１） 順を追って話をすることが苦手な方から、相談窓口での失敗事例・成功事例を聞

き出すために、「困りごとを相談した時に嫌な思いやつらい思いをしたこと」「今の

支援機関（支援者）との関わりの中で一番うれしかったこと」「あなたにとって理想

の支援機関とは」もヒアリングをした。 

 

２） 支援者に相談業務に当たるときの心構えや、聞き取り調査対象者との関わりの

中で心がけたことを聞いた。また、調査対象者本人の記憶があいまいである点な

どについて、支援者に事実関係を確認した。 
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５．分析プロセス 

 

（１）要素の抽出 

 

分析にあたっては、ワーキングチームで調査シートを読み込み、重要だと思われる 

エピソードを抽出した。 

 

例えば、 

◆ＨＰに支援機関に行くまでの手順が

書いてあった。 

◆「薬物依存は病気なんだから、一緒

に治そう」と言ってもらえた。 

◆自分の話に周囲の人が共感してく

れることが支えになった。 

などである。 

 

すべての調査シートからエピソードを抜き出したのち、意味内容の近いものをまとめ、 

それぞれの『要素』として定義した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■要素 

『話を聞いてくれた』 

■エピソード 

◆縛りがなくて自由。イベントへの参加も強制ではない 

◆他の施設とは違い、食事や入浴の時間が決められていない 

◆登校時間を自分に無理のない時間にしてもらえた など 

■要素 

『ルールが厳しくない』 

■エピソード 

◆雑談できる場があった。寂しければ誰かいる状態だった 

◆ショックなことがあっても前向きになれるのは居場所が

あるから 

◆運営会などで継続的にみんなに会え、近況報告ができて 

うれしい など 

■要素 

『居場所と仲間』 

■エピソード 

◆これまでのことや困っていることをじっくり 

聞いてくれた 

◆毎日 1時間くらい電話で話を聞いてくれた 

◆休日過ごした内容や趣味の話も聞いてくれる など 
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（２）データベースの作成 

 

抽出したエピソードに「要素」と「順番」(エピソードが起きた順)を紐づけ、データベース

を作成した。 

 

＜データベース＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（３）フローチャートの作成 

＜フローチャート＞ 

エピソードを簡略化して時系列に並べ、 

それぞれの「要素」がどの時点でどのような 

関係性の中で起こっているかを視覚化した。 

67件のシート全てをフローチャート化して 

分析を行った。 

  

シート

№
項目 № 要素 量 質 順序 内容

8 信頼関係 63 細やかな配慮をしてくれた 1 来る途中で分からなくなったら電話してくださいと電話で言ってくれた

8 信頼関係 48 手伝ってくれる すぐ 2 実際わからなくなって電話したらそこまで迎えに行きますよと言ってくれた。

8 信頼関係 52 身近な存在 3 コーチ仲間のEさん

8 信頼関係 54 責められなかった 何度も 4
Ｅさんに何度も「こんなに喋っていいの？」「嫌じゃない？」「見捨てない？」
「（自分は）これでいい？」と聞いて何度も大丈夫だよと言ってくれた

8 信頼関係 55 動揺しない 5 重たい話でもへこまなかった

8 信頼関係 44 話を聞いてくれた 毎日 6 毎日1時間くらい電話で話を聞いてくれた

8 信頼関係 47 認めてもらえた・わかってもらえた 7
失恋した時の辛さをわかってくれた。
支援者の子どもが亡くなった時と同じくらい辛いんだね、と言ってくれた。

8 信頼関係 45 分かりやすく伝えてくれた 8
支援者の調子が悪くなって吐いたことを隠さなかった。隠されると自分のせいで支援者を
傷つけたと思ってしまうが、支援者が自分のせいではないと説明してくれた

8 信頼関係 45 分かりやすく伝えてくれた 9 どうすればよいのかを具体的に説明してくれた

8 視点の変化 91 視点の変化1 10 ①支援者の疲れの原因と自分を切り離して考えられた

8 信頼関係 45 分かりやすく伝えてくれた 11 今後次の日に仕事のある日は電話の時間を制限

エピソードに紐づけた『要素』 抽出したエピソード 

順番（番号をつけて整理） 

） 
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６．当事者から見た相談支援事業検討委員会の開催 

 

本調査の枠組み、内容、分析、成果の活用等に関する検討・助言を行う委員会を設置した。 

委員は生活困窮者や社会的孤立にある人々の支援経験を有する学識経験者及び有識者

で構成されている。 

 

＜委員＞（五十音順） 

【委員長】 山田 壮志郎 氏 （日本福祉大学 准教授） 

【委 員 】 生水 裕美 氏 （滋賀県野洲市職員） 

中川 健史 氏 （特定非営利活動法人仕事工房ポポロ 理事長） 

原田 正樹 氏 （日本福祉大学 教授） 

湯浅 誠 氏 （社会活動家） 

渡辺 ゆりか （一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト 代表理事） 

 

 

（１） 第 1回委員会 

日時：平成 25年 9月 4日（火）14：00～17：00 

場所：中日ビル 第 2会議室 

参加委員（敬称略）：山田、中川、原田、渡辺 

議事内容 

１） 調査事業概要について（調査先の選定方法、調査対象の定義） 

◆経済的困窮と社会的孤立の両方を抱える人を対象とする。 

◆協力事業所を通してヒアリングの依頼を行う 

◆本調査では「本人が孤立から解放されるプロセスと相談支援との関わり」を 

明らかにする。 

２） ヒアリングの手法について 

◆「支援」と「支援者」を混同しないよう留意する。 
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（２） 第 2回委員会 

日時：平成 25年 12月 29日（日）14：00～17：00 

場所：名古屋会議室 栄中央店 第 4会議室 

参加委員（敬称略）：山田、生水、中川、原田、湯浅、渡辺 

議事内容 

１） 調査の現状について 

２） 調査の仮説について 

◆「当事者サイドから見た」という本調査の特徴を活かし、焦点化する。 

客観的指標によるアセスメントが重視される流れの中で、本人の感じている 

「孤立感」とその解消に焦点を当てるのは意義深い。 

◆当事者の言葉から見えてきた信頼関係構築のポイント（きっかけ、背景）が 

一般に支援者スキルと言われていることと同じなのか違うのか、違うとすると 

なぜそれが重要なのかについての検討を深めてほしい。 

３） 本調査結果の社会化について 

◆提言、支援マニュアル、支援人材育成プログラム等への展開の可能性について

議論。 

 

（３） 第 3回委員会 

日時：平成 26年 2月 26日（水）15：00～18：00 

場所：名古屋市教育館 会議室 

参加委員（敬称略）： 山田、生水、中川、 

 原田、湯浅、渡辺 

議事内容 

１） 調査の現状について 

２） 調査の仮説について 

◆「①早い時期に②集中的に③時間を割く」ことで、当事者が安心感をもち、その後 

支援の手数が急速に減る。（委員の現場での実感とも合致） 

◆ヒアリングデータ（定性データ）を数値としてデータ化することについて議論。 

３） 報告書について 

◆当事者及び調査員の声を生かしたものとする。 

４） 成果の活用について 

◆今回の調査で得た成果を、今後の支援人材育成に活用するにあたり、ターゲットを 

明確にした方がよい。また、同じことを伝えるにも、読み手が自分の事として捉え、

支援に生かしやすい表現を工夫した方がよい。 

◆ガイドブック等への展開を今後検討する。 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

第３章 

 

調査から見えてきたこと 
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第３章：調査から見えてきたこと 
 

１．現在の支援機関にたどり着くまでのプロセス 
 

（１） つまずきの原因 

 

聞き取り調査から、社会的孤立の状態にある人のほとんどが、支援機関や相談窓口を以

前に訪れており、そこでうまくいかなかった経験を持っていることが判明した。 

うまくいかなかった経験や嫌な思いをしたエピソードを整理していくと、「自分を否定される

経験」から、支援機関とつながり続けることや、相談すること自体を諦める、下図の現象が起

きていることが明らかになった。 

 

＜相談者のつまずきのプロセス＞ 

 

 

（２） つまずきの具体的内容 

 

「否定される経験」の具体的なエピソードを以下にまとめた。あからさまに窓口で不誠実な

対応を受けた経験もあれば、言葉のあやなどコミュニケーションの失敗・認識の違いによる

もの、本人経験や特性による認知のパターンから傷ついてしまったものまで様々である。 

いずれにせよ、社会的孤立の状態にある人・複数の困難を同時に抱えた人は背景に否定

されて傷ついた経験を強く持っており、人や社会とつながり続けることに困難さを抱えている

ことが読み取れる結果となった。  

 

これまでの支援機関での経験 

否定される経験 

心（感情）を否定される 

◇こわい 

◇できない 

◇わからない 

支援機関からの 

フェイドアウト 

相談ができない 

社会的孤立 

・無理解 

・不誠実な態度 

・いじめられる 

  

存在を否定される 行動を否定される 

・無視される 

・拒絶される 

・つきはなされる 

・見下される 

・管理される 

・責められる 
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＜「否定される経験」の主なエピソード（抜粋）＞ 

要素 相談者の言葉 

不誠実な態度 精神病院一覧を見せられた（だけで何もしてくれなかった）。 

不誠実な態度 人として自分に関わっている感じがしない。 

不誠実な態度 めんどうくさいという姿勢が感じられた。 

不誠実な態度 前科を問われ、常習犯だと決めつけられ傷ついた。 

管理される 自室にスタッフが入ってくるときにノックしない、荷物検査がある、 

門限を過ぎると鍵を閉められる。 

管理される 問題が起こるごとに規則が増えてしまう。プログラムがみっちり。 

管理される ホームレスはそれぞれ（生活の）リズムを持っていて、人に言われて 

リズムを崩すのは頭にくる。 

できない 生活保護は受けられないと思っていた。 

できない 分からないことを分からないと言えなかった。 

できない 相手を潰してしまうかと思うと支援してくれる人と繋がるのが怖かった。 

拒絶される 「うちでは対応できません」とたらい回しにされた。 

拒絶される アルコール依存症と分かった時点で、てんかんの治療中にもかかわらず 

退院してくれと言ってきた。 

拒絶される 怒られてばかりで厄介者扱いされた。クレーマー扱いを受けた。 

無視される 職員さんもいっぱいいっぱい。自分を見てもらったという感じがない。 

無視される 不満を訴えるが、聞き入れられなかった。 

無視される いじめられても誰も止めてくれない。 

いじめられる いじめられて鼻血が出た時に先生から「鼻血マン」と言われた。 

突き放される 学校に行けない苦しさを「来るのはあなた自身」と言われた。 

突き放される 公園で野宿中、警官が来たので相談したが、親元に戻るように言われた。 

責められる 国民健康保険滞納時に追及された。話を聴いてくれる雰囲気ではなかった。 

責められる 毎回担当者が違う人。厳しいことを言われた。 

恐い 表情が恐かったので相談する気持ちがなくなってしまった。 

恐い 他人が怒られている事でも、自分の事のように感じてしまう。 

見下される 駅前でパンをくれる人。食べさせたら喜ぶとみられると思うと嫌だった。 

見下される 学校に来てしまえばその後は「何とかしてやる」と言われた。 

ずれ したかったメンタル相談の場所ではなかった。キャリア相談をした。 

無理解 辛い気持ちを理解してもらえず、「お前はさぼっていた、勝手に転校した」

などと言われた。 

無理解 行きたくても行けない今の状態を分かってもらえず、相談しなくなった。 

わからない 相談するところがあることは知っていたがどこか分からなかった。 

わからない 自分ではどこに行けばいいのか分からない。 
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２．現在の支援機関との出会い 

 

（１） たどり着いたきっかけ 

 

前述のように困難な状況の中で、社会的孤立の状態にあった相談者はどのように支援機

関にたどり着いたのであろうか。 

 

＜現在の支援機関にたどり着いたきっかけ(件数)＞ 

 

 

親しい人や別の支援者など「信頼できる人からの紹介」や「紹介」「仲介」など、人を介して

支援機関を知り、出会うことが多い。それに比べて、「チラシ」や「インターネット」は相談に来

るきっかけとしては相対的に数が少ないことが分かった。 

これは、これまでに様々な支援機関でうまくいかなかった経験を持っているために、チラシ

やパンフレット等の情報だけでは安心して窓口に足を運べない心情であること（支援機関へ

の不信感）、また、パソコンや携帯電話などを持っていないために情報にアクセスできない、

そもそも相談できる場所があることを知らない（情報の不足）、といった背景がその要因とし

て考えられる。 

友人や知人、あるいは支援機関などが本人のニーズに合った支援機関についてわかりや

すく説明したり勧めたりすることで、これらの不信感を取り除き、信頼に足る情報を提供する

ことで、支援につながりやすくなっていると考えられる。 

  

10

10

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12

紹介

信頼できる人からの紹介

仲介

チラシ・カード

アウトリーチ

他機関からの情報

インターネット

相談

新聞

ネットワーク

雑誌

テレビ

ケース会議

人を介する

76%

人を介さない

24%
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＜現在の支援機関にたどり着いたきっかけ（抜粋）＞ 

要素 相談者の言葉 

信頼できる人からの紹介 毎日のように行っていた市役所の福祉課の職員から紹介された。 

信頼できる人からの紹介 ホームレス仲間からの紹介。 

信頼できる人からの紹介 母親の友達から紹介された。 

信頼できる人からの紹介 父が「病院に行かないかん」と言って連れて行ってくれた。 

信頼できる人からの紹介 支援機関で知り合った人に電話をして、「退院したら通所させて

ください」と頼んだ。 

紹介 高校のスクールカウンセラーからの紹介。 

紹介 退院時に医療ソーシャルワーカーから紹介してもらった。 

仲介 高校の先生が友人との間を取り持ってくれた。 

仲介 発達障害者支援センターの同行で支援機関を見学した。 

他機関からの情報 病院を退院するときに、地元の支援機関の情報をもらっていた。 

他機関からの情報 自助グループのミーティング中に支援機関の評判を聞いていた。 

相談会・講座 支援機関の人が研修の講師として来た。 

相談会・講座 相談会を実施していたので行った。 

アウトリーチ 炊き出しの時に声をかけてくれた。 

アウトリーチ 駅で夜に声をかけられた。 

アウトリーチ 自宅まで来てくれた。 

チラシ・カード 名古屋市の冊子で見つけた。 

チラシ・カード 病院でフリーペーパーを見つけた。 

インターネット HPに支援機関に行くまでの手順が書いてあった。 

インターネット ネット検索で「愛知」「ホームレス」で情報がヒットした。 

新聞 父親が見ていた新聞記事で知った。 

雑誌 習い事やスクールに関する雑誌を見て教室を知った。 

 

（２） 相談者の発見における調査の限界と課題 

 

しかし、今回の調査では、「社会的孤立の状態、あるいは複数の困難を抱えた人がどのよ

うにすれば支援機関にたどり着きやすくなるか」、「どのようにすれば支援機関が対象者を発

見しやすくなるか」という具体的な提案に足る結果は得られなかった。これは、限られた聞き

取りの時間の中で、相対的に「支援機関と出会った後にどのように信頼関係が構築された

か」の方に時間が割かれてしまい、「出会い方」「発見」について十分な聞き取りができなか

ったことが主な原因として挙げられる。複数の困難を抱え、社会的孤立の状態にある方の支

援機関へのアクセシビリティの向上に関しては、別途このテーマだけに絞った調査研究が必

要であると考える。  
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３．相談者と支援者（支援機関）との信頼関係の構築 

 

（１） 支援者を信頼できた時のポイント  

 

＜支援者を信頼できた時のポイント（件数）＞ 

１） 相談者の声 

上図は今回の調査で聞き取った事例ごとに「支援者や支援機関を信頼できた」と思えた

ときの要素を抽出し、多い順から並べたものである。相談者は、例えば仕事がない、お金

がない、住む所がないなど、複数の困りごとを抱えて相談に訪れるが、それらに対して具

体的な「問題の解決」をされた時よりも、「話を聞いてくれた」「認めてもらえた・わかっても

らえた」「尊重してくれる」などの「問題解決以外」のシーンに、支援者を信頼できた時のポ

イントが多いことが分かる。 

 

２） 考察 

これらの「問題解決以外の支援」とはいったい何であろうか。これは一言で言えば「相談

者本人の存在を認める支援」であると言える。しかし、「受容」「共感」「肯定的」な態度でそ

の人の存在を認めることは、対人支援に携わる者ならば当たり前に「実行している」と思っ

ていることである。それにもかかわらず、相談者がこれだけ多く信頼のポイントとして「存

在を認める支援」を挙げているという事実は、相談者と支援者の間に何かしら認識の「ず

れ」があることを意味しているのではないだろうか。  
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（２） 相談者と支援者の認識の違い 

 

１) 認識の違いに対しての仮説 

 

「対人支援に携わる者であれば当たり前に実施していること」に対して、なぜ支援者と

相談者の間に隔たりがあるのだろうか。前段の調査結果を受けて、我々は「その人の

存在を認める支援」に関して、その『支援の内容』ではなく『支援の質』や『支援の量』に

ギャップがあるのではないかという仮説を立てた。支援者は「その人の存在を認める支

援」はしていたとしても、その『質』や『量』が、相談者が求める水準に達してはいないの

ではないだろうか。 

 

２） 相談者が求める支援 

 

では、相談者の求める支援の『質』や『量』はどのようなものだろうか。相談者が支援

者に信頼を寄せた時のエピソードから、相談者の求める支援を抽出した。

  

    ＜質や量に関する相談者のコメントの一例＞ 

 

相談者のこれらのコメントからも、相談者と支援者の間には、支援の『質』と『量』にギ

ャップがあることが感じられる。  

（何日かかかると思っ

ていた）メールの返信が

「すぐ」きた 

初回のみでなく 

「毎回 20分」 

話を聴いてくれた 

必ず「月に１回 

訪問」してくれた 

「毎日」 

スタッフさんが 

話を聴いてくれた 

 

「担当者を 2名 

体制」にして自分に 

合わせてくれた 不安な時は 

「いつでも」電話で

話を聴いてくれた 

 

「一人一人に」 

声をかけてくれる 

「相談した当日に」

生活保護申請を 

手伝ってくれた 
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（３） 社会的自立に必要不可欠な機能 

 

「支援者との信頼関係」以外に調査で聞き取った重要な要素として、下記のような項目が

あげられた。 

 

＜相談者が支援者との関係以外で良かったと感じていること（件数）＞ 

 

上図のように「居場所」や「仲間」を得て、人への「役立ち感」を感じられるようになることこ

そ、「社会的孤立」から相談者が脱した状態であり、相談者との信頼関係構築後に支援者が

目指すべき、相談支援のひとつの大きな目標（ゴール）であるといってよいのではないだろう

か。要素の中でも特に、「居場所」と「仲間」のエピソードが多く相談者から語られており、こ

の２つを得た相談者は、それまでの特定の支援者との関係性よりも、新たにつながりを持っ

た友人などとの関係に重きを置き、次に「役立ち感」を得られる場所へと向かっていく。この

ことから、「居場所」や「役立ち」は社会的自立に必要不可欠な機能であることが読み取れ

る。 

 

４．相談者の経験のステップから見る社会的自立に向けたプロセス 

 

（１） 相談者の経験のステップ 

 

相談者から聞き取った全てのエピソードから、ポイントと思われる個所を抽出し、時系列に

並べた。多くの事例が下記のステップを経て、「社会的孤立」の状態から「社会的包摂」へと

向かっていくことがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

30

29

9

7

0 10 20 30 40 50 60

居場所と仲間

役立ち感（仕事・ボランティア・役割）

ピアサポート

戻れる所・人

見守り

支援者との出会い 

緊急の問題解決のための支援 

支援者との信頼関係の構築 

ホーム(安心)の獲得 

多様な他者との関わり 

社会的孤立 

社会的孤立からの脱却 



 

   37

 

（２） 社会的自立に向けたプロセスの分析 

 

ここまでの分析を踏まえ、社会的孤立の状態から社会的自立に向けたプロセスを整理した

のが下の図である。 

 

＜社会的自立に向けたプロセス（要素）と件数＞ 

 

上から下に要素が表れた順番に並べ、それぞれの要素の件数を棒グラフで表した。 
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（３） 転換ポイントの分析 

 

相談者の経験のステップをさらに分析し、ステップの中に何らかの「変化」が起こるポイント

があることに着目した（転換ポイント①～③）。支援のエピソードを時系列に整理したデータに、

この「転換ポイント」を落とし込み、どの時点でどんな変化が起きているのかを分析した。 

 

 相談者のエピソード（内容） ポイントとなる要素 

１ （すぐに）サンドイッチとコーヒーを買ってくれた 食べ物をくれた 

２ （すぐに）住む場所を提供してもらえた 代わりにやってくれる 

３ 電車賃を心配してもらえた 細やかな配慮 

 ～支援の量や質の変化～ 転換ポイント① 質から量へ 

４ 何も否定せず真剣に話を聞いてくれた 話を聞いてくれた 

５ 叱られると思っていた自分に優しく接してくれた 責められなかった 

６ 救われた気持ちと感謝の気持ちでいっぱい 戻れる所・人 

７ ① 捨てられたくない気持ちがめばえた 転換ポイント② 視点の変化（ｘ） 

８ 便利屋の仕事を紹介してくれた 役割を与えられた 

９ 同じ利用者の E さんとの出会い ピアサポート 

10 居場所の仲間が仕事を丁寧に教えてくれた 居場所 

11 ② 仕事への自信がつき、自立したい気持ちになった 転換ポイント③ 視点の変化（ｙ） 

12 見守ってくれる 見守り 

＜支援のステップの過程を整理したデータの一例＞ 

 

１） 支援の『質』や『量』が変化するポイント ～転換ポイント①～ 

相談初期の緊急を要する問題解決のステップと、その後のステップでは支援の『質』と『量』

に違いがみられた。支援の初期のステップでは緊急性や暮らしの安心を守るための、素早

さや集中した支援がキーとなっていた。支援が「すぐに」「その日のうちに」といった言葉が頻

出している。その後のステップにおいてはじっくり丁寧に取り組むための、「毎日」「いつも」

「真剣に」といった支援の安定性、継続性、充足性を表す言葉が目立った。 

 

２） 相談者本人の視点が変化するポイント  

～転換ポイント② 視点の変化（ｘ）～ 

   安定性、継続性、充足性のある支援を経た後に現れる転換ポイント②には、本人の視点

に変化が見られる。転換ポイント②における視点の変化（ｘ）は、支援者に丁寧に尊重さ

れたことから起こる、『本人自身の心や行動の変容』である。 

 

～転換ポイント③ 視点の変化（ｙ）～ 

   転換ポイント③では、２つ目の新たな視点の変化が起こっている。心や行動の変容により、

他者との関わりの経験を積み重ねた相談者は、さらに外に目を向けて、『自分以外の誰

かのためになりたい・人の役に立ちたい』という視点の変化（ｙ）が芽生えてくる。 
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＜視点の変化（ｘ）の一例＞ 

視点の変化（ｘ）の具体的なエピソード 

ベースに自己肯定感があればOKと思えた。失敗があってもプラスに受け止められる。 

人間的な役立ちができる。まだやれる、役に立てると思わせてくれた。 

自分とは違う人たちが何を考えているのか興味を持った。 

路上にいる時は自分は死んでいると思っていた。感謝の気持ち。助けられた。 

「仕事頑張っているね」とかいわれるとうれしい。 

飲むことが怖かったので自ら入所させて下さいと頼んだ。飲むことが始めて怖いと思えた。 

ブドウの世話、成長（開花、ツルの伸び、収穫など）ワインができる喜び。 

支援者の疲れの原因と自分を切り離して考えられた。 

今まで歯車の回転が上手く回らなかったと感じた。今はこの回転をよくしたい。 

見捨てられたくない気持ちがめばえた。 

しゃべらなくてもいいから、人の近くにいることが大事だと思うようになった。 

生保を利用することは恥ずかしいと思っていたが、堂々と話す人がいて使おうと思った。 

立ち直りたいと思った。 

夢が語れる場所ができてうれしい。前向きになれる。 

スタッフに甘える事が出来た。 

これまで人を避けてきたがそれが自分には悪影響だったと受け容れることができた。 

同年代の女の子との距離感がつかめるようになった。話すだけでもすっきりする。 

自分の性格を見直す機会になった、自分で自分を受容でき始めた。 

 

＜視点の変化（ｙ）の一例＞ 

視点の変化（ｙ）の具体的なエピソード 

自分の働いたお金で暮らしたい。仕事を早くしたい。結婚したい。 

悩んでいる人、子育てに悩んでいる人の役に立ちたいと思った。 

いろいろやってもらえたことお返ししたいという気持ちはとても強い。 

便利屋の後継者を養成したい。 

仕事への自信がつき、自立したい気持ちになった。 

人にやさしくしてもらった分優しくしたいし、できることはやってあげたい。 

自分が本当にやりたいことが見つかった。 

人とのつながりを感じた。笑顔になってくれたのが幸せ。 

支援者の顔を思い、頑張ろうと思った。 

掃除の仕事がないか探してみる。 

いずれは自分で居場所を作りたいと提案。 

「自分も困っていたので、何とかしたい。やってみよう」と相談同行支援ボランティアを 

始めた。 
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（４）社会的自立に向けたステップの解明 

ステップごとの名称を各要素の意味内容から判断し、以下の様に決定した 

 

＜社会的自立に向けたステップの解明＞ 

 

◇「A」： 緊急の問題解決 

緊急の生活課題や、深刻な心の問題などを抱える相談者に、素早さと集中的に時間を 

割いた支援で対応する 

 

◆「転換ポイント１」 ～量から質へ～ 

緊急の問題解決が終わり、集中的な支援が終了したのち、相談者の日常によりそった、 

質を重視した支援に切り替わる。 

 

◇「B」：問題解決のプロセスによりそう 

相談者本人の存在を認める支援に長く時間をかける。真剣に・親身に・否定しないで相談者

を受け止めながら、「問題解決そのもの」ではなく『問題解決のプロセス』によりそう。 
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「転換ポイント１ 」 

～量から質へ～ 

 Ｂ 

エンパワメント Ｃ 

孤立からの解放 Ｄ 

「転換ポイント２ 」 

～心や行動の変容～ 

 

「転換ポイント 3 」 

～人への役立ち～ 

緊急の問題解決 Ａ 

問題解決のプロセス
によりそう 
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◆「転換ポイント２ 」 視点の変化(x) ～心や行動の変容～ 

相談者が存在を認める支援を経て、他人や自分を受け入ることができるようになる。 

相談者の感情や行動は、今までの否定的なものから、肯定的なものへと変容する。 

 

◇「Ｃ」： エンパワメント 

相談者が安心していられる「居場所」や「仲間」を見出し、その中で役割を持つ。周りから承

認されることで、より広い社会での役立ちへと『エンパワメント』されていく。 

 

◆「転換ポイント３ 」 視点の変化(y) ～人への役立ち～ 

 「人に恩返ししたい」「自分ももっと誰かの役に立ちたい」と、相談者自ら感じるようになる。人

とのつながりの中で、自分の行動が誰かに喜ばれることに価値を見出していく。 

 

◇「D」：孤立からの解放 

支援者が相談者を支える時期が終わり、相談者自らコミュニティに働きかけ、社会の中に居

場所や役立ちをつくっていく。そのプロセスで『孤立から解放』される。 

 

 
                  ＜各ステップにおける要素の合計件数＞ 

 

上図は A「緊急の問題解決」～D「孤立からの解放」における、それぞれの要素の件数を 

合計したグラフである。 

 

支援の初期のステップである、「A：緊急の問題解決」では支援の手数が多く割かれ、 

「B：問題解決のプロセスによりそう」ではその数が減っていることが分かる。 

また「C：エンパワメント」でまた数が伸びているが、これは「仲間や居場所から受ける支援・

協力」であり、「A」や「B」のステップで支援に関わっていた支援者『以外からの支援』である。 

すなわち、支援者の支援の手数は「C：エンパワメント」に至り大幅に減っていると言える。 

225
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５．結論 

 

 

複数の困難を抱え、社会的孤立の状態にある相談者の支援機関と出会いから、社会

的自立に至るまでのプロセスのイメージを２つの図にまとめた。 

 

 Ａ  出会ってすぐの期間Ａで支援者は、短期間に集中して支援の手数を増やし、相談

者との関わりにたくさんの時間を割いている。 

これは、様々な支援者や支援機関との関わりの中で自身を否定され続けた経験から、

にわかには支援者を信用できない状態になっている相談者が「この支援者は信用できる」

と思える経験を提供する期間でもある。相談者にとって緊急性の高いニーズが満たされ、

支援者を信用に足ると判断できるようになった時に「転換ポイント１」が訪れる。 

 

 Ｂ  「転換ポイント１」の後は、窓口や病院への同行、じっくりと相談者の悩みを聴くな

ど、支援者が 1対 1で相談者と向き合い、様々な問題解決とそれに寄り添う支援が展開さ

れる。この期間は、前段の「転換ポイント１」以前の支援とは違い、スピードよりも粘り強く、

ゆっくりと支援がなされている。この相談者のペースに合わせた「相談者本人の存在を認

める支援」を丁寧に実施するプロセスの中で「支援者は自分に何をしてくれるか？」「この

人に頼っても大丈夫か？（＝信用できるか？）」という一方的な考えや関係性から、「自分

のこともわかってほしい（わかってもらえてうれしい）」という双方向のコミュニケーションが

芽生え、支援者との間に「信頼関係」が構築されるようになってくる。 

その後「自分も支援者や他人のことをわかりたい」「自分も何かしたい」という視点の変

化（ｘ）が生まれ、「転換ポイント２」が訪れる。 
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 Ｃ  一定期間Ｂのプロセスを経験し、「転換ポイント２」を迎えた後からは、支援者以外

の他者との関わりが増え、同じ境遇にある人たちとのコミュニケーションの中で、小さな成

功体験の機会も増えていく。相談者は居場所と仲間を得ることで安心を得て、そこで「誰

かの役にたてる」「人から評価される」体験を積み重ね、自信をつけていく。 

ここでエンパワメントされることで、「転換ポイント２」以前に関わっていた支援者の関わ

りは、大幅に減少する。 

この、「転換ポイント２」を迎えることつまり「居場所や仲間」「役立ちの場」にたどりつくこ

とが相談支援のひとつの大きなゴールであるといえよう。 

 

 Ｄ  様々な支援者や同じ立場の人との関係の中で、今まで助けられた・支えられた経

験を「誰かに返したい」「人の役に立つ仕事がしたい」という心や行動の変容が生まれ、

「転換ポイント３」である視点の変化（ｙ）を迎える。 

この時期になると、支援者から役割や機会を与えられることがなくとも、自ら仕事やボラ

ンティアなど社会の中で役割を得て、さらに仲間や社会との関わりを増やしていく。相談者

にとって長い孤立の時期を乗り越え、支援者にとっても「見守る」以外の支援が必要でなく

なった時、「社会的孤立」から解放された状態になり、相談支援の最終ゴールを迎える。 
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第４章：相談業務における支援のポイント 
 

１．支援のポイントとなる要素の解説 

（１）『食べ物をくれた』について 

（２）『アウトリーチ（訪問）』について 

（３）『信頼できる人からの紹介』について 

（４）『ルールが厳しくない』について 

（５）『同行』について 

（６）『仲介』について 

（７）『分かりやすく伝えてくれた』について 

（８）『代わりにやってくれる』について 

（９）『手伝ってくれる』について 

（１０）『専門的な知識』について 

（１１）『動揺しない』について 

（１２）『話を聞いてくれた』について 

（１３）『認めてもらえた・わかってもらえた』について 

（１４）『尊重してくれる』について 

（１５）『細やかな配慮をしてくれた』について 

（１６）『役割を与えられた』について 

（１７）『できることから提案してくれた』について 

（１８）『ピアサポート』について 

（１９）『褒められた』について 

（２０）『責められなかった』について 

（２１）『居場所と仲間』について 

（２２）『身近な存在』について 

（２３）『家族、周りの人に対する支援』について 

（２４）『対等性』について 

（２５）『役立ち感（ボランティア・役割）』について 

（２６）『戻れる所・人』について 

（２７）『見守り』について 

 

２．具体的な支援の例 

事例①：丁寧に生活の問題解決によりそい、仲間とともに小さなステップを積み重ねて 

再就職につながった事例 

事例②：逃げ出してしまったことを責めないで受け入れてくれた経験が、人に対する信頼と 

自信を回復した事例 

事例③：得意なこと、できることを少しずつ積み重ねて、自信と人との関わりを回復した事例 

事例④：ありのままの自分を受け入れてもらえる経験の積み重ねを通して、新しい一歩を 

踏み出すことができた事例  
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１．支援のポイントとなる要素の解説 

 

（１）『食べ物をくれた』について 

 

『食べ物をくれた』は、ホームレス状態にある方へ

の緊急支援の手段として多くみられた。 

これは飢えをしのぐためにのみ、食べ物を提供す

るということではなく、食べ物の提供をきっかけに会

話をする機会をつくる、相談者が落ち着いて話をす

ることができる状態を整える、相談窓口につながる

理由をつくる、といった効果もある。 

支援機関が『食べ物を提供する』ことが目的では

なく、信頼関係を作る・継続するツールとして食べ物

を活用していることがうかがえる。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・毎朝駅前でおにぎりを配っているので受け取っている 

 ・最初は、ごはんや着るものをもらった 

 ・施設の印象は「汚い」。でも布団もごはんもあり、路上よりましだと思った 

 ・牛丼を買ってきて食べさせてくれた 

 ・空腹のときに食事をもらえたのは嬉しかった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

仕事がなくなり、カプセルホテルやサウナを利用しながら次の仕事探しをして 

いた。お金が少なくなって心細くなっていた時に、夜に駅で声をかけられた。 

施設の説明をされ、「まずはうちで何の心配もせず、ゆっくり体を休めたら。 

仕事のことや、先のことは、それから考えればいいんじゃない」と言ってくれた。

施設のチラシとカードを見せてくれ、その時にきちんとした会社だと思い、 

施設に連れて行ってもらうことになった。 

そのあと、ロッカーに置いてあった荷物を取りに行くまで、夜１０時すぎに 

２時間も待っていてくれた。その後、移動中に牛丼を買ってきて食べさせてくれた。 
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（２）『アウトリーチ（訪問）』 

 

『アウトリーチ（訪問）』は、相談窓口まで来られな

い人や、定期的な見守りが必要な相談者に対して、

支援者が家庭や相談者の生活圏に出向く支援であ

る。 

効果としては、支援者が待っていてもなかなか窓

口に来ることが難しい相談者に出会えること。支援

者がわざわざ出向くことで、支援者と相談者の間に

信頼関係が生まれることである。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・センターの人が自宅まで来てくれた 

 ・必ず月に１回訪問してくれた 

 ・いろいろなメンバーさんで来てくれた 

 ・迷子になったら迎えに来てくれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

河川敷で生活していたある日、３人くらいの人が来てくれて、「こんにちは、 

ボランティアです。１人ですか？」と声をかけられた。人に対する恐さがあったの

で初めはびっくりする気持ちがあった。 

それ以降、月１回必ず訪問してくれるようになっていった。いろいろな人が来て

くれてありがたくて泣ける・・・という気持ちと、自分は何もお返しができないか

ら申し訳ないという気持ちもあった。それに加えて、川が増水したときは必ず次の

日に来てくれた。 

いつの間にか、「お母さん来たよ」「はい、お待ちしておりました」というよう

な、昔馴染みのような言葉のやり取りになっていき、訪問が待ち遠しく思えるよう

になった。 
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（３）『信頼できる人からの紹介』 

 

『信頼できる人からの紹介』は、相談者が新たな 

支援機関や支援者とつながる際の、大きなきっかけ

となっている。 

今までも支援機関に相談したことがあるが、うまく

いかずに嫌な思いをした経験を持っている相談者に

とって、単なる紹介やチラシ・パンフレットのみでは、

その支援機関を訪ねることが難しい。信頼できる人

から紹介されることによって、本人の不安感を取り 

除き、新しい人や場所へつながる行動の後押しをする 

効果がある。 

 

 

主なエピソード 

  

 ・ホームレス仲間から炊き出しに誘われた 

 ・病院の医療ソーシャルワーカーから、退院後に利用できる施設を紹介された 

 ・毎日のように行っていた福祉課の職員さんから、障害者の支援機関を紹介された 

 ・母親の友達から勧められた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｎ市で路上生活をしていたが、事情がありＴ市に移動することとなり、そこで再び

路上生活をスタートした。 

その頃その近辺でビラ配りに来ていたＴさんと出会い、Ｔさんに興味を持ったの

で、Ｔさんがビラ配りをしているのを手伝ったりもしていた。その手伝いのお礼に

食事をもらったり、宿に泊めてもらったりという交流があった。近くに仲間達がい

ることや、Ｔさんとのいろんな関わりが１番うれしいことだった。 

その後Ｔさんから、Ｔさんが所属する団体が開くホームを紹介されて入居すること

になった。入居は現在まで続いている。 
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（４）『ルールが厳しくない』 

 

『ルールが厳しくない』は、出会った相談窓口や 

支援機関を、相談者が利用するかどうかの判断の 

際に多く見られる要素である。 

これまでの支援機関等との関わりの中で、本人 

よりも「ルール」を尊重された（＝本人の気持ちや行

動は尊重されなかった）という経験がある相談者にと

って、ルールが厳しくないことは「自分が受け入れら

れた」という感覚を持つことにつながっていく。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・しばりがなくて自由。イベントへの参加も強制ではない 

 ・他の施設とは違い、食事や入浴の時間が決められていない 

 ・登校時間を自分に無理のない時間にしてもらえた 

 ・自分が関われる時だけ関われば良いという雰囲気がちょうどよかった 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

現在カフェ（Ｂ型作業所）に週４日から週５日出勤していて、主に清掃・伝票の整

理・ポスティングなどあまり体の負担にならないものに取り組んでいる。人と仲良く

なりたいけど、疲れてしまうことがあるので、疲れないように気を付けている。 

今の職場は、休憩が自由に取れたり、私語が自由だったり、疲れたら横になれるの

がいい。付き合いも大切だけど、体を休めることも大切だと思っている。 

http://4.bp.blogspot.com/-pCtB1dkoRds/Ut0BaFDOhtI/AAAAAAAAdYc/HYyoEr8HD00/s800/ok_man.png
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（５）『同行』 

 

『同行』は、相談者が支援機関や行政の窓口や 

病院など、相談者がひとりで訪れることに不安が 

ある場合に、支援者が一緒に出向くことである。一緒

に出向くことで、訪問や受診のハードルを下げるだけ

でなく、出向いた支援機関の担当者とのコミュニケー

ションのサポートもすることができる。 

また、同行した支援者が訪問先の支援者と顔合わ

せができることから、それ以降連携をとりながら相談

者を支えるチームになっていく例もあった。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・障害福祉サービスの相談室に同行してくれた 

 ・就労Ａ型の事業所見学に同行してくれた 

 ・生活保護申請、アパート探しについてきてくれた 

 ・就労時の面談に同席してくれた 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

生活保護申請やアパート探しに支援者がついて来てくれた。「自分だけだとよく 

分からないから助かったなあ」と思った。ポスティングの仕事に一緒に付き合って 

くれることもあった。 

また、自身の障害についても相談する中で、「検査だけでもしてみようよ」と 

言われ、受けてみようと思ったとき病院について来てくれたのは、「一緒だと安心 

するなあ」と思った。 
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（６）『仲介』 

 

『仲介』では、支援者が相談者のうまくいっていな

い人間関係や家族関係に介入して、双方にとっての

通訳役をはたしている。また、支援者がすでにつな

がっている支援機関や人を紹介することで、相談者

が安心してその支援機関とつながることができるエ

ピソードも多くあった。 

相談者を取り巻く人間関係や家庭環境を良好にし、

広げる効果がある。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・親とうまくいっていないことを理解して間に入ったりしてくれた 

 ・新しい人とのつながりを作ってくれた 

 ・自分の支援をしている、支援団体Ｄと支援団体Ｎがつながっていた 

 ・ヘルパーさんと一緒に行った為に安心していくことができた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

父親が亡くなり、母親が倒れて施設に入所したころから、弟が自分を働かせて 

収入を搾取したり、母親の年金を取ったりすることが起こった。弟の態度はだん 

だん悪化し、暴れるようにもなり、次第に生活が困窮していった。 

そんな状況のなかで、福祉課のＷさんより、支援者Ｎさんを紹介された。弟は、

支援者Ｎさんのところでも暴言や脅迫めいた言動を繰り返したが、Ｎさんが生活費

を工面してあげたりすることで関係を築き、少しずつ自分と弟の関係を修復してく

れた。 

Ｎさんにすすめられて、ショートステイを利用し続けて、弟との物理的な距離を

取るようにし、さらに弁護士に間に入ってもらい、自分の収入を弟が搾取できない

ような状況を作ってもらった。 
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（７）『分かりやすく伝えてくれた』 

 

相談者は、障害や生まれ持った特性、また経験の

少なさや健康状態の不安定さなど様々な理由から、

話の内容や自分が置かれている状況について、すぐ

には理解や納得ができない場合がある。その際に、

相談者にとって分かりやすい言葉・伝え方をすること

が『分かりやすく伝えてくれる』である。 

分かりやすくかみくだいて伝え直してもらうことで、

自分の意志で次のステップを選択できるようになる

相談者も多い。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・自分が分かる言葉に砕いて話してくれた 

 ・どうすればよいのかを具体的に説明してくれた 

 ・写真入りのパンフレットを見せて説明してくれた 

 ・自分が話したことを整理して紙にまとめて書いてくれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支援者Ｅさんは、とても親身に対応してくれたり付き添ったりしてくれる人 

だった。また、毎日仕事に行く前に、不安な気持ちを聞いてもらったりもしていた。 

そんなある日、支援者Ｅさんが体調を崩してしまった。自分が疲れさせたせいで

相手を潰してしまうかと思うとすごく怖かった。そんな時、Ｅさんは、自分が体調

を崩したのは、私のせいではないことを説明してくれて、「これからは、電話は○時

までにしようか」など、どうすればよいのかを具体的に説明してくれた。 

また別の機会には、私がメールなど苦手なことは怒らないで、「どうしたいか 

教えて」「これならできるかなあ」とやり方を考えて伝えてくれた。 

http://3.bp.blogspot.com/-aLzRNlfne8M/Urlmo34yDkI/AAAAAAAAcJM/SWEq9XDBsr0/s800/manager_man.png
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（８）『代わりにやってくれる』 

 

相談者本人の能力や知識、またその時の身体的・

精神的な健康状態ではどうしてもできないことを、 

支援者が代わりに実施することである。 

課題や問題の解決自体も重要であるが、本人の

みでは到底太刀打ちできず、途方に暮れていた悩み

から解放されることで心的な負担が軽くなり、次の 

ステップに進みやすくなるという効果もある。 

また一番苦しい時に、支援者が『代わりにやって 

くれる』ことへの感謝の気持ちが、相談者をエンパワ

メントする場面も多かった。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・役所関係の書類を代わりに作ってくれる 

 ・法律的な情報提供もしてくれ、また借金の問題に対応してくれた 

 ・生保申請時に家族に連絡を取らないでほしいことを担当の人に伝えてもらえた 

 ・アパートを探してくれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

河川敷での生活からアパート生活に移行するとき、生活保護申請及び住居支援を 

支援者が手伝ってくれた。 

また、生活保護申請の時に、自分が死亡していることになっていて、裁判所へ出か

けたり、親族と連絡を取ったり、面会に行ったり、いろんな動きが必要となったこ

とがあった。自分では手続きとかなんも分からんし、行くにもすっと行けないし、

対応の仕方も分からんし・・・。 

そういうところを１つ１つ一緒にやってくれたことや、自分では何にもできないと

ころを助けてくれたことはほんとに助かった。 

http://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_8907.html
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（９）『手伝ってくれる』 

 

支援者が手続きなどほぼすべてを、相談者本人に

代わって行う『代わりにやってくれる』とは異なり、『手

伝ってくれる』は、相談者本人が行うことについて、

足りない部分、できない部分のみに支援者が関わる

ことである。 

支援者がすべてを代行するのではなく、相談者の

スピードや気持ちに合わせて行うため時間がかかる

ことも多いが、支援者が力添えしながら相談者が自

分の力で成し遂げられたと思える経験は、相談者が

自信を回復する機会の一つとなる。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・部屋を探すところから準備・手続きまで手伝ってくれた 

 ・手続きや対応が分からないことをひとつひとつ一緒にやってくれた 

 ・今後どうしていくのか一緒に考えてくれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就労移行支援事業所に通っていたが、時々パニック症状が出ることがあり、 

地域活動支援センターを紹介された。まずは週１回から、徐々に増やしていきまし

ょうと話し合い、回数や時間も融通を利かせてもらえた。ああだこうだと押し付け

られないし居心地がいいな、もっと回数を増やしたいなと感じた。 

不安が増し、就労移行支援事業所をやめることになったとき、自分の気持ちを 

大事にして、今後どうしていくか、センターのスタッフが一緒に考えてくれた。 

また、相手側との連絡や調整をしてくれた。 

センターでは、「こうするのはどう？」と提案してくれる。自分で決めるのが苦手

だから、苦手な部分を手伝ってくれるのがありがたい。 
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（１０）『専門的な知識』 

 

相談者の抱えている解決の難しい困難に対して 

具体的に対応するために、専門的な知識を提供する

ことである。 

 これまで満足する支援を受けられなかった人にとっ

ては、弁護士・医師など社会的信用の高い専門家の

助言が安心につながることも多い。また、支援者が

様々な分野の専門家とのネットワークを持っているこ

とも、相談者が支援者を信頼する要素になっている。 

 

 

 

主なエピソード 

 

 ・聴覚障害者に知識のあるスタッフがいた 

 ・法律的に正確な情報をもらえる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ホームレスをしていたが、支援機関と出会い、アパートに入居することになった。 

アパート入居時には、支援機関の代表が保証人になってくれ、法律的な情報提供を行

い、借金の問題に対応してくれた。 
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（１１）『動揺しない』 

 

相談者のどんな困難な状況や訴えに対しても、 

決して慌てたり表情を変えたりせず、普段と変わらな

い態度で受け止める姿勢に、相談者は信頼や安心

を寄せている。 

相談者は不安の中で、繰り返し自分の気持ちを 

支援者にぶつけることがあるが、その繰り返しに対し

ても平常心で受け止める支援者に対し、相談者が 

信頼をよせていく場面が多くあった。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・フラットな変わらなさがあった 

 ・うつになって荒れていても変わらない 

 ・重たい話でも支援者はへこまなかった 

 ・母の過去を聞いても引かなかった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支援者が毎日自分が仕事に行く前に、電話で１時間ぐらい不安な気持ちを聞いて 

くれるようになった。支援者に何度も「こんなに喋っていいの？」「嫌じゃない？」

「見捨てない？」「（自分は）これでいい？」と聞いた。支援者は何度も「大丈夫だ

よ」と言ってくれた。 

重たい話でも全然支援者はへこまなかった。今までは自分の気持ちをぶつけたり、

重たい話をすることで、相談相手や家族など、自分を助けてくれる誰かを疲れさせ

てしまってきた。自分のせいで相手をつぶしてしまうかと思うと、自分を支援して

くれる人とつながるのがすごく怖かった。 
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（１２）『話を聞いてくれた』 

 

『話を聞いてくれた』は、相談者が支援者に信頼を

寄せたときのエピソードとして、突出して多く出てきた

要素である。相談者が明日の生活にさえ困窮するよ

うな状態であったとしても、その緊急性の高い問題解

決の支援より「話を聞いてくれた」ことが、うれしかっ

たこととして優先されるエピソードも少なくない。 

「真剣に」「興味を持って」「否定しない」で聴くこと

により、相談者は支援者に安心して思いを伝え、そ

の安心により抱える課題に向き合うことができる。 

 

主なエピソード 

 

 ・意見を押し付けずまずは聴いてくれた 

 ・自分自身に興味を持って話を聴いてくれた 

 ・これまでのことや困っていることをじっくり聞いてくれた 

 ・不安な時はいつでも電話で話を聴いてくれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不登校となり、学校をこのまま休み続けていると行けなくなると感じ、インター

ネットで通える学校を探した。多くの学校の資料請求をしたが、現在の学校だけが

再度電話をかけてきてくれ、様子をうかがってくれた。 

個別説明会で、両親と自分に丁寧に真剣に押し付けない態度で学校の案内をして

くれた。説明会では「好きなことは？」「趣味は？」等、自分自身に興味をもって

話を聞いてくれた。両親に対しては学校の内容をしつこく説明するのではなく、 

学校の風景を見てもらっていた。 

以前の学校では、不登校について相談しても、「来るのはあなた自身だから」と

言われ、相談しても何も解決しないという落胆だけが残ったが、現在の先生たちは、

意見を押し付けず、まずは聞いてくれるところが良い。また、勉強のことだけで 

なく趣味のことも気さくに聞いてくれる。 
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（１３）『認めてもらえた・わかってもらえた』 

 

『認めてもらえた・わかってもらえた』は、課題を 

抱える相談者が、その状況に陥った理由や「できなさ」

を、きちんと根本から理解し、その時の気持ちを汲み

取ってくれた時に出てくる要素である。 

また「できないこと」や「つらい状況」に関して、 

なかなか前向きになれない相談者に対して、支援 

者がその気持ちに向き合って肯定した時も、『認めて

もらえた・わかってもらえた』と感じることがわかった。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・人に頼れない・甘え上手じゃないことを認めてくれた気がした 

 ・苦しい気持ちをわかってもらえる 

 ・肯定的ではない自分の感情を認めてもらえた 

 ・決められないのもわかってくれたように感じた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サービスの利用にあたって、すぐにこうしましょうというのではなく、「帰って 

ゆっくり考えて来てください」と言ってくれた。自分がすぐに決められないことを

わかってくれたように感じた。 

利用開始後、ヘルパーさんがヘルパーの仕事をしながら自分の話も聞いてくれる

のを申し訳ないと思っていたら「あっ、それが仕事だから〜（笑）」と明るくコメン

トしてくれた。人に頼れない・甘え上手じゃないことを認めてくれ、本当は頼りた

いという気持ちをわかってくれたと感じた。 

http://2.bp.blogspot.com/-cnlv0GXzh9w/UdEecGCjgiI/AAAAAAAAVvk/H3T5tgC05XE/s687/friends_hagemashi_girls.png
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（１４）『尊重してくれる』 

 

「（わがままと思われるかもしれない）自分の意見

を受け止めて取り入れてくれた」「自分の選択を否定

しないでいてくれた」、「どんな状態であっても、自分

をないがしろにしない」という支援者のアクションに 

対して相談者は『尊重してくれる』と感じる場面が 

多かった。 

たとえ時間がかかっても、プロセスを大切にし、 

どんな時も気にかけ、声をかけてくれるといった内容

のエピソードが多い。 

 

主なエピソード 

 

 ・自分に考えさせてくれる 

 ・勝手にテントの中に入らないなど、自分を不愉快な気持ちに 

させない心遣いがあった 

 ・自分のことを知ろうとしてくれている態度がみられた 

 ・支援者が「型に当てはまらない人たちに私が合わせる、こちら

が修正する」と言ってくれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適応障害があって、どの仕事も長続きせず生活に困り、生活保護を受給していた

こともあったが、生活保護を受けたくないという気持ちが大きくなり、働けばなん

とかなると、自分を追い込んでいた。 

支援団体にメールでコンタクトをとったが、なかなか足が向かなかったところ、

もちつき大会があるとのことで、相談会よりも参加しやすいと感じて行ってみた。

そこで生活保護を利用しながらボランティアをしている人に出会い、考え方が変わ

った。 

スタッフのＳさんが、生活保護の大切さや生活保護を利用する権利があること 

などを丁寧に時間をかけて話してくれて、自分が利用しようと思えるまで待って 

いてくれた。 
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（１５）『細やかな配慮をしてくれた』 

 

『細やかな配慮をしてくれた』は、支援者が相談者

を気づかい、マメな対応をしてくれた時に多くみられ

る要素である。 

相談者は今までのうまくいかなかった経験から、

新しいチャレンジやステップを踏むことに対して、 

通常よりも慎重になる場合がある。その不安や躊躇

につながる要因を取り除くための、こまやかで手間

ひまをかけた対応に対して、安心を得ていくエピソー

ドが多い。 

 

主なエピソード 

 

 ・資料請求をしたが、今の学校だけが様子をうかがう電話をかけてくれた 

 ・来る途中で分からなくなったら電話してくださいと電話で言ってくれた 

 ・生活保護申請時に家族に連絡を取らないでほしいことを伝えてもらえた 

 ・書類の手続きが終わったら、ちゃんと報告してくれた 

 ・風邪引いてない？困ってない？薬大丈夫？とずっと気に掛けてくれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就職活動をしたがうまくいかかず、挑戦できない自分に劣等感を抱き、 

家出をした際、「立ち直れるかも」との思いで新聞で見た支援機関に向かった。 

追い返される、叱られると思っていたが、サンドイッチとコーヒーを買ってきて

くれ、親身に話を聞いてもらえた。また、「今日はここにいなさい」と言われ、 

住む場所を提供してもらえた。 

一時、支援機関を離れることを考え、外に出たが、もとの支援機関に再度受け 

入れてもらうこととなった。その時に、支援機関の代表から「早く帰ってきなさい。

電車賃はあるか」と言われた。勝手に出てきた自分をもう一度受け入れてくれ、 

電車賃のことまで心配してくれたことに救われた気持ちとありがたい気持ちで 

いっぱいになった。 
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（１６）『役割を与えられた』 

 

支援者が相談者に対して、プレッシャーがあまり

かからずに取り組める「場の中での役立ち」を提案し

たときに、相談者は『役割を与えられた』と感じる。 

役割自体は大げさなものではなく、普段やってい

ることの延長上であることが多く、場の中で小さな 

成功体験を得られやすいようになっている。相談者

が自信を回復し、徐々に自分を肯定していくための、 

大切なポイントのひとつになっている。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・自分の体験談を語る場や他の人たちに助言する場を与えられた 

 ・ホームレスの方にパンを配るリーダーをやってくれと言われた 

 ・人にお茶やお菓子を出すことを役割として決めた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母親と死別して、児童養護施設で育った。 

ゼミの課題で児童施設について調べていた時に、この団体の茶話会があることを

知り、早速コンタクトをとったところ、運営会に来てみないかと誘われて出席した。 

その後もメールや電話で誘いの連絡をもらい、当事者や一般の方もいるイベント

で「自分の過去や生い立ち、大学での生活のことを話してみない？ほかの学生当事

者さんもしゃべるよ。」と声をかけられた。みんなの知識になればいいなと思い、話

してみると、聞いている人の中には泣いている人もいて、話してよかったなと思っ

た。 
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（１７）『できることから提案してくれた』 

 

相談者は抱えている困難や不安が大きいため、

解決や自立に向けた大きなステップをふむことは 

難しい場合が多い。『できることから提案してくれた』

は、そのような相談者の状態や心的状況を理解し、

相談者のステップを相談者が取り組みやすいレベル

や分量に置き換えて提案することである。 

このプレッシャーの軽減により、相談者は自立に

向けて一歩一歩ステップをふんでいく気持ちが芽生

えている。また次に進むことの怖さを、支援者がよく

理解してくれたことに対して、喜びを感じるエピソードも 

多かった。 

 

主なエピソード 

 

 ・「顔を見せるだけででいいよ」と言ってもらえたのはうれしかった。学校へ誘ってくれた 

 ・施設長に量を少なくしても食べた方がいいと何度も言われたので、少しずつ食べるように

なった 

 ・事務所に来るのは出てこれるようになってからでいいよ、と言われたのは嬉しかった 

 ・ボランティアから始めてみないかと声をかけてもらった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担任のＳさんが「まずは５分くらい顔をみせるだけでもいいよ」と言って学校へ

誘ってくれた。５分程度先生に顔を見せる日々が続いた。顔を見せるだけならで

きるかも。ペースを自分に合わせてくれたのがよかった。 

翌月にはなるべく人がいないフリースペースでレポートなどの勉強をすること

を勧めてくれた。だんだんとフリースペースでも過ごせるようになった。数ヵ月

後にはＳさんが「まずは先生の教えている科目から授業に出てみよう」と誘って

くれた。「今日は生徒が２人だよ、少ないから教室に入れるよ」と。人が多いと、

教室へ入れないことを分かってくれて、自分が参加しやすいように誘ってくれた

のが嬉しかった。 

翌年は担任の先生が変わったが、その先生もＳさん同様「まずは私の科目の世界

史だけでもいいから授業にでてみない」と誘ってくれた。この先生もＳさんみた

いに徐々に勧めてくれる。自分のことも分かってくれるかも、と思った。 
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（１８）『ピアサポート』 

 

支援の開始当時から、長く関わり続けた特定の 

支援者との関係を経た後、同じ障害や悩みを持つ人

など、支援者以外の人とのかかわりに、人間関係が 

変化するポイントである。 

お互いの境遇を共有してわかり合ったり、仲間と

なってともに助け合ったりして時間を過ごすことで、

相談者は新たな人のつながりを得ていき、徐々に 

多様な他者とつながる力や気持ちを身につけていく。 

 

 

 

主なエピソード 

 

 ・自分の話に周囲の人が共感してくれることが支えになった 

 ・同じような障害や病気の人達がいるなら大丈夫かな？と思えた 

 ・悩み事を相談できる友達がいる。話を聞いてくれる 

 ・普段から話をし、向き合って食事をする中で、仲間意識が目覚めた 

 ・１０代～５０代までいろんな人がいて、人の輪やつながりができた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自分が入居した時に、ある親子も入居した。同時期に入った親子と話すことが 

日常となった。知的障害があるその親子とはよく話したし、料理の仕方も教えて 

もらった。また、生活上の不満を聞いてもらった。 

この時期の生活は「楽しかった」に尽きる。今まで話し相手がいなくて、独り言

をずっと言っていることが多かった。この親子がいなければ人生ずっとこのままだ

った。 

入居中には地域の祭りのお手伝い、カフェでの接客など、イベントのお手伝いも

した。今まで笑顔を向けられたことがあまりなかったけれど、地域の人たちが物を

買ってくれて、笑顔になってくれたのが幸せだった。 

http://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_3272.html


 

   65

 

（１９）『褒められた』 

 

相談者はこれまでの人生において、あまり褒めら

れた体験をもたず、相談初期においても人から支え

られる場面が続き、相談者自身の行動が、周りに 

褒められることは少ない。そのため『褒められた』は、 

相談後期になってから、よく見られる要素である。 

この時期には相談者は、自分の安心できる居場

所を得ている場合が多く、その居場所や役立ちの場

面の中で、相談者の頑張りが支援者や仲間によって

評価されていく。相談者にとって、大きな喜びにつな

がる要素である。 

 

 

主なエピソード 

 

・やってできて褒められたら、もっと頑張ろうと思える 

・「泳げるようになってよかったな」と褒められて、うれしかった 

・コーヒーを作れたことを褒めてくれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家事や育児やいろいろを無理して、頑張りすぎて倒れることもあるような状況の

中にいた。 

その日もお湯も沸かせないくらいしんどい時だったが、コーヒーを入れた。 

それを見た支援者さんに「えらかったね、ちょっとずつよくなってるじゃない」と

言われた。 

今までほとんど褒められたことがなかったけど、1杯のコーヒーを作れたことを

褒めてくれた。自分でやってみようという気持ちを認めてくれた。 

応援してくれた。 
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（２０）『責められなかった』 

 

『責められなかった』「怒られなかった」も多く語ら

れた要素である。 

「否定される経験」を持っていることが多い相談者

の場合、また同じように否定されるのではないかと心

配していることが多い。そんな中で、現状から抜け出

せない自分や、なかなか好転しない状況に関して、

またチャレンジに失敗した際にも、一切否定されず、

むしろ頑張りを認められ・受け止められる経験は、 

大きな安心を提供する。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・怒らないで話を聞いてくれてほっとした 

 ・薬物依存は病気なんだから一緒に直そうと言ってもらえたことがうれしかった 

 ・お金を使い込んだ理由を話しても他のスタッフには言わなかった 

 ・非難の目を向けられなかった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

通所している支援機関へ行く途中でしんどくなり、ＯＤ（オーバードーズ：決め

られた量を守らず大量に服薬すること）をし、遅刻をしてしまった。以前の支援機

関等では同様のことがあると、「なんでＯＤしたの？」と怒られてきたため、今回も

怒られると思っていた。しかし、支援機関のスタッフは、怒るのではなく心配して

くれた。「そこで休んでいいよ」と声をかけてくれて、部屋の一角で休ませてくれて、

手当てをしてくれた。 

この経験があってからは、もし体調が悪くて遅刻をすることがあっても、スタッ

フは受け入れてくれるだろうと肩の力を抜いて通うことができるようになった。 
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（２１）『居場所と仲間』 

 

相談者が、支援者以外の他者と向き合うように 

なるステージで、もっとも大切に思っていることとして

語られたのが、『居場所と仲間』である。 

安心できる居場所を得て、そこで他者との支え合

いや、役立ちを見出すことは、相談者にとって大きな

転機となることが多い。それまで限られた支援者が

担ってきた相談者によりそう支援は、居場所での 

安心感や仲間とのささえ合いにつながっていき、 

支援者のサポートの手数は大幅に減っていく。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・雑談ができる場があった。寂しければ誰かいる状態であった 

 ・ショックなことがあっても前向きになれるのは居場所があるから 

 ・運営会などで継続的にみんなに会え、近況報告ができてうれしい 

 ・同じような悩みを持つ仲間などと一緒に料理をする会を紹介してくれた 

 ・ここにいれば安心、安全と本当に心からそう思えた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

同じ支援機関の紹介で、野宿生活からアパートに入った人同士の交流会に参加して

いる。みんな１人だから、しゃべりたい人ばっかり。話すことは楽しい。 

あったかい暮らしがずっとしたかった。それができているのは、支援機関の人や交

流会に来るみんなのおかげ。いろいろやってもらったことにお返ししたいという気持

ちが強いので、緊急入所の方の見守りをしたり、管理人さん的な役割も担うようにな

った。 

http://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_9426.html
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（２２）『身近な存在』 

 

友達や兄弟・家族のような親しみやすい存在の 

支援者に対する安心感が表現されている。 

調査の中から、信頼関係を築いたポイントとして、

支援者に対して「尊敬できる」や「頼りがいがある」と

感じた要素についても調べてみたが、これらはほと

んど見つけられなかった。むしろ、気軽に話せると思

えるような雰囲気の方が信頼関係の構築には重要と

考えられる。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・下の名前で呼んでくれる 声をかけてくれる 

 ・近い存在だと思う。友達みたい、お兄さんみたい、親みたい 

 ・家族のことを理解してくれ、言いたいことを言える 

 ・入居者が一緒に作業する時間があるのでスタッフと話しやすい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子供の頃の体験から、自分は感情を出してはいけないと感じ、いつも無理を 

していた。 

学校では、他人の目が気になり、カウンセリングルームに行きにくかったし、 

担任は大勢を相手にしているので、自分の方からは寄って行けないと感じていた。 

編入先の学校では、先生が下の名前で呼んでくれたり、元気がない時に「大丈夫？

疲れていない？」などと声をかけてくれたので、ひとりひとりに目を向けてくれて

いると感じた。 

先生と生徒の距離が近く、以前のように先生に対して線を引いてしまうことなく 

過ごすことができた。 
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（２３）『家族、周りの人に対する支援』 

 

相談者は複数の困難を抱えているが、その困難

の要因が相談者自身だけでなく、家族や周囲の人間

関係に起因するものも少なくない。 

支援者が相談者の家族や周りの人を大切にする

ことで、相談者の信頼を得ることができるのはもちろ

んのこと、相談者の問題に根本から向き合った時に、

その家族や家庭の環境もしっかりと視野に入れたか

かわりが重要であることがわかる。 

 

 

主なエピソード 

 

・家族と仲良くしてようとしてくれた。家族のことも考えてくれた 

・両親に対しても支援者の意見を押し付けたりしなかった 

   学校の内容をしつこく説明するよりも、学校の風景を見てもらっていた 

・支援者が弟の生活費を工面してあげたりすることで関係を築き、少しずつ本人と 

（本人にお金をせびるなどしてもめていた）弟の関係を修復していった 

・支援者が、自分の仕事ぶりを職場である農家の人に聞いてくれていた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支援者Ａさんには、以前からいろいろな相談にのってもらっている人で、 

私にとって近い存在で唯一頼れる人だった。 

母は見かけが非常に怖い人。顔色が悪く、彫りが深く鬼みたいな人。 

『病んでいる人』だと思う。今までは、ほかの人に母を紹介すると、「えーっ」と 

いう顔をされたが、支援者Ａさんは普通に接してくれた。 

そんな母親の過去（※前科がある）を話しても、普通に受け止めてくれたと感じた。

母のことも受け入れて何とかしようとしてくれた。 
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（２４）『対等性』 

 

『対等性』の要素は、支援者が相談者に対して、上

から目線でなく、へりくだるでもなく、常に対等な存在

として、同じ立場で接してくれることを意味する。 

また、支援者が相談者を頼ったり、支援者自身の

プライベートを相談者に語ったことを「うれしかった」

という相談者も多く、相談者は自分自身が、支援者

にとって身近な存在であることに喜びを感じているこ

とがわかる。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・障害者とスタッフが垣根なく活動できる 

 ・支援者も悩みを口にした 

 ・間違っていたら謝ってくれる 

 ・支援者さんがだれにも話したことがないような自分の息子の話をしていた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害者の就労移行研修に行った時に出会った支援者と話してみたら、自分の夢で

ある、「障害者と支援者が一緒に活動できる場所作り」に一歩近づいた気がして、 

運営や活動について、もっと話が聞きたいと思った。 

他のスタッフにもなんでも話を聞いてもらえるので、通いたいと思った。障害者

とスタッフが垣根なく活動できる素晴らしさを感じ、自分の夢につながっていると

思った。 
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（２５）『役立ち感（ボランティア・役割）』 

 

前述の『役割を与えられた』よりも、さらに人の役

に立つことにチャレンジする時の要素である。 

『役割を与えられた』の時期は、なるべくプレッシャ

ーの少ない役割を支援者から提供されているが、

『役立ち感（ボランティア・役割）』では、ハードルの高

い役割を自ら希望して担っている。 

『役割を与えられた』において小さな成功体験を得

た相談者の次のステップであり、自己肯定感を得た

り、他者を信じたりするために非常に重要な要素で

ある。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・他の人たちから感謝してもらえたことがうれしい 

 ・利用者の昼食調理をした  

 ・当事者会の世話役をやるようになった 

 ・夜回りや炊き出しの手伝いも始めた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いろんな所、場面で信用されず切り捨てられ、自らも周りと縁を切ってきたが、

この会では、何でも言える関係性をつくってくれた。 

そして、以前学んだ栄養学の知識を生かして、昼食調理のボランティアに携わら

ないかと声をかけてもらった。自分の調理のちょっとした知恵を、実際に作って 

利用者に見せて伝えることで、「へえ、おにぎりってこんなに簡単にできるんだ！

俺でもできそう！」と興味を抱かせ、彼らの食生活の改善や生活費の節約の手伝い

ができた。まだやれる！人の役に立てる！人間の役立ちができる！と思わせてくれ

た。 

また、社会との関わりを持たせてくれた。スタッフでは手の回らないことを役割

として担わせてくれて、それがほかの利用者のはげみにもなると言ってもらえ、 

もう一度夢を持つことができた。 
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（２６）『戻れる所・人』 

 

『戻れる所・人』は相談支援の最終ゴールと言える。

相談初期に孤立し、多くの困難を抱えていた相談者

が、たどり着いた支援機関で支援者と信頼関係をつ

くりながら、徐々に支援者以外の他者の中で、小さな

役割や社会への役立ちを見出していく。 

そのステップの中で、相談者は人に頼ったり、 

自分が誰かを助けたりする経験を積み重ね、「この

人たちは、どんな自分でも受け止めてくれる」という

感覚を得て「孤立から解放」される。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・自立できるまでいさせてくれる安心感、追い出されない 

 ・お世話してくれた人に自分がちゃんとしているところを見せたい 

 ・アポなしで行っても笑顔で迎えてくれる 

 ・何でも言いたいことを言える関係性をつくってくれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

同じような悩みを持つ人と出会えて、横のつながりができた。出会った人を大切に

しようと思うようになり、第二の人生をもらっている。 

気になることがあって電話をした時や、ふらっと寄った時でも笑顔で迎えてくれ

て、喜んでくれる。話を聞いて欲しい時に相談に乗ってくれる人がいるのは、とても

ありがたい。一人じゃないと思えてうれしい。 
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（２７）『見守り』 

 

相談者と支援者との関わりの頻度は少なくなって

いるが、それでも当初関わりを持った支援者が相談

者本人の様子を遠くからでも見守っていることに、 

相談者は喜びを感じている。 

しかし『見守り』の時期に達した相談者が、実際の

生活の中で悩み事を相談をしていくのは、支援者で

はなく、地域の住人・職場の上司・居場所の仲間とい

った、支援者以外になっていく。ここでは相談者が 

一方的に見守られるのではなく、地域や社会の中で

相談に乗ったり乗られたりという、助け合いの関係性が 

スタートしている。 

 

 

主なエピソード 

 

 ・自分でできることはできるまで一緒に付き合ってくれる 

 ・隣のおじさんが電話やメールをくれる 

 ・スタッフがたまに様子を見に来てくれる 

 ・病気に気付いてもらえて「病院に行ってみたら」と言われた  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支援者と一緒に見学に行った先で就職が決まり、今では週５日働きに行っている。 

応援してくれたセンターのスタッフが様子を見に来てくれて、とてもうれしい。 

また、お世話してくれた人に、自分がちゃんとしているところを見せたいので、 

たまにセンターに報告にも行っている。 

周りの人からも明るくなったと言われ、自分自身も気持ちに余裕ができたのを 

感じている。 

隣に住んでいるおじさんとも毎日コミュニケーションをとっていて、帰宅すると 

「今日はどうだった？」と、メールや電話をしてきてくれる。 

相談に乗ったり乗られたり、という関係であることがうれしい。 
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２.具体的な支援の例 

 

事例① 

事例紹介 
生活の問題解決に丁寧によりそい、仲間とともに小さなステップを積み

重ねて再就職につながった事例 

当事者情報 

・40代男性 

・激務から体調を崩しうつ病に。これをきっかけに職を転々とする 

・誰にも相談できないまま体調が悪化、生活苦からの借金などにも苦しん

でいた 

主として関

わった支援

機関 

生活困窮者の包括的支援事業所 

孤立からの

解放のポイ

ントになっ

た出来事 

・自分の抱えていた問題を支援者による客観的に紙に書いて整理し、 

解決するために取り組む順序を支援者がアドバイスした 

・問題が解決するまでの 3か月間、支援者や仲間などまめに相談できる  

 環境があった 

・同じような悩みを持つ人と出会い、一緒に活動をした 

現在の状態 
・うつ病の治療と並行して、就労体験から中間的就労とステップを踏み、 

 現在は時間と仕事内容を調整しながら、パートタイムで働いている 

 

 

支援 
スタート 約２か月 約８か月 約６か月 

・生保申請の同行 
・引っ越しの手伝
い 
・問題解決の計画
を立てる 

 
 
・債務整理に着手 

・月に２回、１時間の面談 
・電話での相談 
 
・当事者会の紹介、参加 

・就労訓練、就労体験
への参加 

 
・居場所、中間就労の
場づくりへの参加 

相談者

者 支援者 

転換 
ポイント１ 

転換 
ポイント２ 

転換 
ポイント３ 

社会的 
自立度 

 

社会的 
孤立度 

支
援
の
量 

 

ステップ 

 

・パートタイム 
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債務の問題が 

解決 

債務の整理に 

着手 

その場ですぐに 

相談ができた 

予約なしで飛び込む 
話したところでどうなるのか？
もしかしたら何とかなるのかも

と半信半疑だった 

生保申請に同行 

・頼っていいんだな、一人で抱え
なくていいんだなと思えた 

・体調が悪く、座っているだけで
精一杯だった。付き添って手助
けしてくれて心強かった 

たくさんある問題を整理し

てやるべきことを簡潔にま

とめてた 

・これを見て、「どうにかなるのかな」
と思った 

・思考ゼロ状態で自分で考えること
ができなかったのでとても 
助かった 

 

月に２回 

１時間 

支援スタッフ

と面談 

不安なときは

電話で相談 

ふらりと立ち

寄って相談し

たりもした 

同じ立場の人が集まって一緒に食事

を作って食べる会を紹介してくれた 

就労訓練と就労体験を紹介され、 

参加した 

精神疾患のある人や引きこもりの人と

一緒に居場所と中間就労の場の立ち上

げに携わる 

支援者が何回か職場に来てくれたり、

働き方の相談に乗ってもらっている 

パートタイムで働き始める 

 

 

+ 

+ 

・免責許可が下りるまでの 
３か月間、プレッシャーに 
耐えられるか不安だった 

・少しでも不安なとき、 
「その時」に電話でいいので不
安な気持ちを聞いてほしい 

・この会は行けば誰かと話が 
できた 

・参加すると喜んでくれる人が
いるのが嬉しい 

・人とのつながりに幅ができた 

 

 

・もう少し早い時期にも紹介さ
れていたが、その時精神的・
体調的に余裕がなかった 

 

 

・今でも事務所にふらりと立ち
寄っても、笑顔で 
「こんにちは～」と迎えても
らえるのはうれしい 

・まだ服薬もしているし、 
不安もたくさんある 

・仲間の中には、まだまだ 
困っている人がいて心配 
話ができる所や、そこにいて
くれる人が大切だと思う 
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事例② 

事例紹介 
逃げ出してしまったことを責めないで受け入れてくれた経験が、 

人に対する信頼と自信を回復した事例 

当事者情報 

・２0代男性  

・高校 1年生の時にいじめられたことから不登校になり、中退 

・就職先で上手くやっていけるか不安で就職活動に向き合えない 

挑戦できない自分に劣等感を感じ、家出をしたり自殺をはかったこと

もあった 

主として関

わった支援

機関 

ホームレス状態にある方むけの生活支援・就労支援施設 

孤立からの

解放のポイ

ントになっ

た出来事 

・支援機関の所長が親身に話を聞いてくれ、その日のうちに住まいを 

提供してくれた 

・支援機関を飛び出してしまったが、所長は叱るどころか帰りの電車賃

のことまで心配され、もう一度受け入れてもらえた 

・同じ支援機関の利用者（Aさん）と一緒に仕事をした 

現在の状態 

・別の会社で働いている。仕事はつらいと思ったが、Aさんと一緒にした

仕事の経験や支援機関のスタッフの顔を思い出して頑張ろうと思って

いる 

 

支援 
スタート 

約２週間 約３か月 約１年 
ステップ 

 

転換 
ポイント１ 

転換 
ポイント２ 

転換 
ポイント３ 

社会的 
自立度 

  

社会的 
孤立度 

支
援
の
量 

  

・食事の提供 
・住まいと仕事の
提供 
・逃げ出しても叱
らず受け入れて
くれる 

・転職先への本人の
状況の説明 

相談者

者 支援者 

・同じ立場の人との出会い 
・仕事の提供 
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家出をし、 

支援機関Ｎにかけこむ 

すぐに仮の住まいを提供し

てくれた 

正式な住まいと仕事の紹介 

・慣れない場所に住み、仕事をす
ることへの不安があったが、 
お世話になっていると思うと言
い出せなかった 

・不安でいっぱいで飛び出してし
まった 

 

所長「早く帰ってきなさい。

電車賃はあるか」 

支援機関Ｎの所長が、新しい

会社の管理者に自分のことを

説明してくれていた 

 

・勝手に出てきた自分をもう一度
受け入れてくれ、電車賃のこと
まで心配してくれたことに救わ
れた気持ちとありがたい気持ち
でいっぱい 

 

 

置き手紙を置いて、 

支援機関Ｎを飛び出す 

 

別の支援機関に相談するが、

「区域外なので対応できない」

と言われる 

 

同じ支援機関Ｎの利用者の

Ｅさんが同僚 

・見捨てられてたくない気持ちが
芽生えた 

・管理者が自分のことを理解して
くれ、気持ちの面で安心できた 

・仕事はつらいと思ったが、便利
屋での経験と、所長やスタッフ
の顔を思い、頑張ろうと思った 

便利屋で働きはじめる 

別の会社で働きはじめる 

支援機関Ｎに戻ることになる 

所長がサンドイッチとコーヒー

を買ってきて親身に話を聞いて

くれた 

・Ｅさんの人柄から、穏やかな 

気持ちで仕事に向き合うことが
できた 

・仕事への自信がつき始め、自立 

したい気持ちが強くなる 

・追い返される、叱られると思っ
ていた 

・自分に優しく接してくれて、助
けてもらえるかもしれないと
思った 
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事例③ 

事例紹介 
得意なこと、できることを少しずつ積み重ねて、人との関わりと自信を回

復した事例 

当事者情報 

・３0代男性  

・家族と死別後、親戚と同居していた時に体調を崩し、精神科に入院。  

・病院や入所施設で嫌なことがあると飛び出してしまうことがあり、外出

禁止になったり、デイケアをサボったりとトラブルを起こしていた 

主として関

わった支援

機関 

精神障害のある方向けの生活支援施設 

孤立からの

解放のポイ

ントになっ

た出来事 

・入所施設のスタッフが真剣にデイケアに通う意味を説明した 

・得意な料理をふるまって「おいしい」とか「もっとこうしたらよい」と

アドバイスをもらえた 

・ボランティアや仕事を始めたことで、人との関わりが増えた 

現在の状態 
・就労継続支援 A型事業所で、週に 5日働いている。現在も就職前に 

応援してくれた施設のイベントなどに顔を出している 

 

 

支援 
スタート 約１年間 約２年８ヶ月

か月 
約３ヶ月 

・施設入所 

・面談 

（週に 1 回） 

・デイケアの意

味を長時間説

明 

・デイケア内で料理

プログラムのリー

ダーをつとめる 

・仲間から「おいし

い」「もっとこうし

たら」と言われる 

・１人暮らしを始める 

 

 

・デイケアと並行してボ

ランティアや地域活動

支援センターの利用を

始める 

 

 

・支援センターの仲介で

職場見学、就場体験 

・スタッフがたまに

職場にきてくれる 

・自分も支援スタッ

フのところに報告

に行く 

・月に２回程度、地

域活動支援センタ

ーのプログラムに

参加 

支
援
の
量 

  

転換 
ポイント１ 

転換 
ポイント２ 

転換 
ポイント３ 

社会的 
自立度 

  

社会的 
孤立度 

ステップ 

 

相談者

者 支援者 
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デイケアでトラブル 

ずる休み 

 

 

 

 

地域活動支援センターを紹介

される 

 

１月 イベントの

手伝いをしてみた 

スタッフがデイケアでの 

頑張りを社長に伝える 

就労支援機関のスタッフと 

一緒に職場見学へ行く 

スタッフがたまに 

様子を見に来てくれる 

「考えが甘い」と叱られ、デイ

ケアの意味を長時間聞かされる 

早く就労したい 
何のためにデイケアに行くのか分
からない 

２月 そうじを 

手伝った 

３月 週に２回 

通うようになった 

デイケア

にも並行

して通う 

料理を作って皆に「おいしい」

「もっとこうしたらよい」と言

われた 

プログラムのリーダーをしたい

と申し出た 

得意な料理のプロ

グラムがはじまる 

入所施設を退所 

ひとり暮らしへ 

職場実習 

就職が決定 

本人もたまに 

報告に行っている 

週５回就労 

月に２回程度地域活動支援 

センターのお茶会にも参加 

・今までは真剣に叱られたことが
なかった 

・自分のことを考えてくれている
ことがよく分かった 

・人と会うようになって気持ちを
言葉で言えるようになった 

・ちょっとずつ話せる人が増えて
いった 

・このような経験がきっかけとなり、
いろいろなことを吸収したいと 
思えるようになった 

 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

 

 

・気持ちに余裕ができた。 

・しんどくなったら誰かにしゃべら
ないといけないと分かるように
なった。 

・人の相談にのったり、のられたり
という関係がうれしい。 

・以前の職場では相談相手
はいなかった。 

・この時は、自分から担当
の人に振り返りの時間を
取ってもらっていた。 
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事例④ 

事例紹介 
ありのままの自分を受け入れてもらえる経験の積み重ねを通して、 

新しい一歩を踏み出すことができた事例 

当事者情報 

・３0代男性 うつ病 

・20代前半から仕事探しやメンタル相談でさまざまな支援機関を 

訪れるがどこでも上手くいかなかった 

・自分で自分のニーズが分からない、決めきれない、どうしたいかも 

言えない状態だった 

主として関

わった支援

機関 

ひきこもり状態にある方・若者などのフリースペース 

孤立からの

解放のポイ

ントになっ

た出来事 

・助けてやろう、立ち直らせてやろうという態度の人が支援機関には 

おらず、徹底して話を聞いてくれ、ただその場所にいられた 

・自分が鬱になって荒れていても否定されず、かわいそうとも言われず、

変わらない態度で接してくれた 

・新しいことに負担なく取り組める方法をスタッフが一緒に考えてくれた 

現在の状態 
・カフェを併設している地域活動支援センターで、得意な料理を生かして

活動している。自助グループにも通えるようになった 

 

 

支援 
スタート 2年間 半年間 1年半経過 

・終わりがけ 
10 分だけ参加 
・スタッフが話を
聞いてくれた 

・やっと場に 
慣れてきた 

・自助グループな
ど複数の支援先
に行けるように
なった 

現在 

・地元に新しい 
 支援センター
ができたこと
を知る 

 
・負担なく取り
組める方法を
一緒に考える 

相談者

者 支援者 

転換 
ポイント１ 

転換 
ポイント２ 

転換 
ポイント３ 

社会的 
自立度 

  

社会的 
孤立度 

支
援
の
量 

  

ステップ 
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相談に行こうと思ったが、 

３回ドアの前まで来て帰った 
・市の紹介冊子で知り、関心を持った 
・就労支援系「元気推奨系」ではないの
がいいと思った 

・でも「お前は違う（対象者ではない）」
から来るな」「奥さんいるのに何やっ
てんだよ」と言われるのが怖かった 

・行き場がなくなるのが怖かった 

スタッフの女性に話を 

聞いてもらった ・話すので精一杯、でも人と一緒に
いないとおかしくなりそう 

・自分以外はワイワイしているよう
で辛かった 

・話を聞いてもらってだいぶ楽になり、
仲間に入りたいような気持ちになった 

・自分をいじめない人のところにいれば
いいやと思えた 

負担なく取り組める方法を 

スタッフが一緒に考えてくれた

「お昼にちょっと参加するくら

いの気持ちでいいよ」など何気な

い声掛けがあった 

 

 

 
・配慮がちょうどいい 
・スタッフに甘えるこ
とができた 

最初は終わりがけの 

１０分前に訪問した 

やっと場に慣れてきた 

新しい支援センターが地元に

できたことを知る 

週２回だけ通えるようになった 

自助グループにも通うようになった 

・自分の得意な事（料理）を 
活かせないかな 

・でも怖くて足が向かない 

 

 
・混ざりたいけど 

混ざれない・・・ 
・途中、仕事しなきゃ、フリースペースは意味がない 

という揺れ動きもあった 

・ 自分以外の人がワイワイ
しても、寂しいことに負
けなかった 

・ いつの間にか、焦りや寂
しさが減っていた。 

・ フリースペースに来ても
就職できるわけではない
けれど、生きることが楽
になった 

１年半経過 

２年経過 ・助けてやろう、立ち直ら

せてやろうと言う人はい

なかった 

・「話を聞く」が徹底して

いた 

・自分がラフだったり、 

荒れていたりしても、 

そこにいる人は変わら 

なかった。 

・行くところがある。ただ 

その場所にいられた 
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第５章：総括 
 

１．まとめ 

今回の調査では、複数の困難を抱えて長期間孤立した状態から徐々に回復し、社会的包摂

に向かうプロセスにある 67人の相談者の声を聞きとった。徹底的にその物語を読み込み、そこ

から見えてきた相談者の生の声から支援者や相談支援の在り方を追求した結果、以下のポイ

ントが見えてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）問題解決のために、早い段階（最初）に集中的に時間を割く 

複数の深刻な課題を同時に抱え、社会から孤立している方は「問題が複雑すぎてどこに相

談してよいのかわからない」または「今まで支援機関に相談してもうまくいかず、支援機関や他

人に不信感を募らせている」という状態にあり、なかなか早期の段階で相談にたどりつくことがで

きない。ギリギリの困窮状態や長期間にわたる不自由な暮らしで疲弊した状態で相談に来られ

る方が多く、その場合に相談者が望む大切な支援のポイントは、何よりも、 

 １） 早い時期に  ２） 集中的に  ３） 時間を割く 

であることが見えてきた。明日生活する食糧やお金がない、多重債務で苦しんでいる、家庭内

の暴力に悩んでいるなど、緊急に対応が必要な場合は、その相談と最初に対応した支援者や

支援機関が、躊躇せず素早く専門家を集め、短期間に集中して解決にあたることがポイントと

なる。また解決のためにかかる手間数をおしまず、困惑し疲弊した相談者にその都度同行や

代行をして解決を助ける、手厚さと素早さを兼ね備えた支援が必要である。 

 

この３つのポイントは、今まで支援機関や他人に強い不信感を抱き、「相談する」こと自体が

できなかった方が、「とりあえずこの人を信じてみよう」という＜信用＞の第一歩につながり、 

その信用がゆくゆく人への＜信頼＞へと変化していくための大切なステップであることがわか

った。 

 

 

 

 

  

◆早い時期に 

◆集中して 

◆時間を割く 

支援者に 

対する信用 

のめばえ 

信頼感情の

醸成 

同行・代行 

 

解決・安心 

＋ 

 

◆「社会的孤立」から「社会的自立」へのステップにおける支援のポイント◆ 

１．問題解決のために、早い段階（最初）に集中的に時間を割く 

  ２．問題解決そのものではなく、そのプロセスに長い期間寄り添う 

３．小さな役割があり、本人が肯定される居場所を提供する 

４．１～３で自信を培った相談者が、人への役立ちに向かうプロセスを見守る 
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（２）問題解決そのものではなく、そのプロセスに長い期間寄り添う 

 

緊急の支援が終わり、最低限の安心した暮らしが確保された後は、長期間孤立の状態が続

いたがゆえに積み上げられた、生活の問題を一つ一つ解決していくことが必要となってくる。地

域や社会から孤立する相談者の多くが、個人的な特性や環境因子として生きづらさを抱えてい

る。その生きづらさに時間をかけて寄り添い、徹底して相談者の話を聴く中で、今までの相談者

の人生に共感すること、そして、現在相談者に起きている出来事を、わかりやすく伝えながら、

問題解決のプロセスを共に試行錯誤することが、相談者が問題に向き合い前に進んでいくた

めの気力を生み出していくとわかった。 

 

ここでのポイントは、相談者にとって一番身近で関係の深い支援者は「問題を解決する」ことが

役割ではないということである。具体的な問題の解決は、その支援者がつなげるネットワーク

の団体が担い、身近な支援者は『問題解決のプロセス』に常に寄り添い、伴走をする。 

 

一定期間、今の自分を否定されず、今までの人生に対する憤りや将来に対する不安を丁寧

に受け止めてもらった相談者は、「何があってもこの人は自分を見捨てることがない」という安

心感の中で、人との会話の方法や、社会との折り合い方を身につけていく。長い孤立の中で陥

った、社会や人への関係性の困窮を埋めるため、人との関わり合いを学び・取り戻していく過

程を、支援者は時間をかけて支えていく必要がある。 

 

 
 

  

問題の解決 問題の解消 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

行政 医療 法律 福祉 居場所 企業 地域 

問題解決のプロセスに寄り添う 

◎話を肯定的に聴く ◎わかりやすく伝える ◎相談者を尊重し、理解しようと努める 

◎相談者の生きづらさに対して、細やかな配慮をする 

＜この時期に必要な支援者のポイント＞ 

http://4.bp.blogspot.com/-_uiP7snuyhA/Us_Ng2k41sI/AAAAAAAAdK8/DBs2ee1iNPo/s800/kaisya_nakayoshi.png
http://2.bp.blogspot.com/-cnlv0GXzh9w/UdEecGCjgiI/AAAAAAAAVvk/H3T5tgC05XE/s687/friends_hagemashi_girls.png
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（３）小さな役割があり、本人が肯定される居場所を提供する 

 

 （２）の期間を経て、限られた少数の支援者との関係で成功体験を積んだ相談者は、徐々に

他者や自分に対して肯定的な感情を取り戻していく。また、問題解決のプロセスの中で身につ

けた対人スキルを用いて、特定の支援者以外にも、相談者を支えてくれる他者や、同じ事業所

の仲間と接する機会を増やしていくことができるようになる。 

 

ここでのポイントは、徐々に自信を取り戻し、対人スキルが上達した相談者に、「小さな役割」

を提供することである。役割は、大げさで難易度の高いものであってはならない。普段通う事業

所でお客さんにお茶を出す・新しく入ってきたメンバーに自分の体験を話す・地域のバザーに

自分が作った手芸品を出すなど、普段取り組んでいることの延長上でできることを「場の役立ち」

にして、提供することが大切である。 

 

また、この役立ちを提案する際には、常に本人の意見が尊重され、失敗してもできなくても責

められない、肯定的な場であることが肝要である。この体験を経ることで、相談者は、その場を

自分がいてもよい場所・安心していられる場所としての「居場所」と認識するようになる。この 

居場所を得た相談者は、徐々に特定の支援者との密接な関係を離れ、多様な他者との関わり

の中で、自分のできることを増やし、次のステップにチャレンジするようになる。 

 

（４）（１）～（３）で自信を培った相談者が、人への役立ちに向かうプロセスを見守る 

 

 （３）で小さな役割を経験し、その行動が評価され人に喜ばれた体験をした相談者の多くが、

「いつもの居場所」以外の地域や社会で、自ら自分の役立ちを見出していく。同じ悩みを持つ仲

間と自助グループを始めた・元ホームレスの方が、現在ホームレスの方の夜回りや炊き出しを

手伝うようになった・自分の得意分野を生かして企業に就職する、などである。 

「人の役に立つ」ことで得られる喜びは、さらに相談者を成長させ、また自分以外の他者への 

関心を高め、徐々に仲間を増やしていくことが調査から見えてきた。 

 

ここでの支援者のポイントは、社会や地域に関心を向け、自らの力で人の役立ちへと向かっ

ていく相談者に対して「いつ戻ってきてもよい」、「つまずいたときはいつでも相談できる」という

スタンスを示し、相談者の成長を見守り続けることである。そのことで得られる安心感は相談者

の更なるエンパワメントを促し、やがて支援者の手助けなしに、自らコミュニティーの中で生き

がいや仲間を見つけていく。このプロセスを経ることで、どんなに長期間孤立していた相談者で

も、やがて「孤立からの解放」を得ることができるようになる。 
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２．新たな課題 ～生活困窮者自立支援制度のあり方に関する課題～ 

 

『相談者本人の声』から見えてきた、相談支援の「窓口の構え方」「支援者の姿勢」「地域の在り方」

を分析する中で、現在の生活困窮者自立支援制度に対する課題が浮かびあがった。 

 

テーマ 制度上の課題 

１）緊急支援 自立相談支援事業における「支援調整会議」 

２）社会的孤立 支援対象者の前提である「経済的困窮」 

３）居場所 居場所の「多様性とコーディネート機能」の脆弱さ 

 

課題１）緊急支援 ～自立相談支援事業における「支援調整会議」～ 

緊急性が高く切迫した生活困窮に陥っている相談者に、安心を提供して信用を得るには、

①早い時期に ②集中的に ③時間を割くことが重要であることが分かった。しかし、自立相

談支援事業には相談者を支援にのせるために「支援調整会議」を開催することが必須となっ

ている。日をまたぐ調整会議を開催し、相談者の課題に取り組むスタートを遅らせることは、

緊急対応が必要な相談者にとって不安を募らせ、支援のベストな時期を逸してしまう可能性

も高い。 

 

課題２）社会的孤立 ～支援対象者の前提である「経済的困窮」～ 

今回の生活困窮者自立支援制度では、生活困窮の対象者を「現に経済的に困窮し、最低

限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」としている。しかし調査から見え

た生活困窮者像から考えたとき、現行の法に描かれている「経済困窮」に着手するのみで問

題が解消する方はほとんどおらず、多くの相談者は経済的な困窮を引き起こした要因である

「社会的孤立」に長く苦しみ、負のループを繰り返している。この「社会的孤立」にアプローチ

するためには、長期間孤立の状態が続いたがゆえに積み上げられた、支援者や社会への

不信感を払拭するための、長く寄り添った支援が必要となるが、設定された６か月～１年の

支援でそれを満たすことは難しい。 

 

課題３）居場所 ～居場所の多様性とコーディネート機能の脆弱さ～ 

孤立の状態にあった相談者が他者を受け入れ、地域で豊かで包摂的な暮らしをはじめる

ためには「肯定的で役割のある居場所」の存在が非常に重要であることがわかった。しかし、

相談に訪れたばかりで、まだ支援者や社会と信頼関係を構築できていない相談者を、早急

に居場所につなげても効果はない。相談者にあった居場所とそこにつなぐタイミングの見極

めが重要となってくる。多様な相談者にあう多様な居場所を育て上げ、適切なタイミングで適

切な居場所をコーディネートしていく機能をどうやって地域で確保していくのか？ 機能に特

化した事業所が地域独占的に就労準備支援事業を実施してしまうと、制度の理念を実現す

ることは難しい。  
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３．生活困窮者自立支援制度のあり方に関する提案 

 

＜寄り添い型 生活困窮者自立支援制度＞ 

 

 

生活困窮や社会的孤立を抱える相談者に、有効に機能する「生活困窮者支援制度」の

あり方の提案を、上図にまとめた。 

 

生活困窮者を「経済的困窮」のみと捉えるのではなく、経済的な困窮から孤立に陥り、

社会とのつながりを弱め自分に価値を見いだせないままでいる相談者の、自立と尊厳を

取り戻すプロセスに伴走する必要がある。そのためには、時間をかけた支援メニューや

プログラムの提供が必要である。 

 

提案１）「暫定支援」の重視 

特に緊急時において、支援調整会議をまたがないスピード支援を重視すること 

提案２）「伴走支援」体制の充実 

問題解決のプロセスによりそうために、アウトリーチ機能の充実が不可欠 

提案３）「環境支援」の強化 

    学びから体験、体験から就労というステージにおいて、相談者が役割と役立ち 

を得るために、居場所および職場の徹底的な環境整備の強化が必要  
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４．提案 ～相談者と支援者のギャップを埋める方策～ 

 

調査全体を通して見えてきたのは、生活困窮や社会的孤立に陥っている相談者が自信

を取り戻し、社会的な包摂から自立へと向かっていくプロセスには、相談者と支援者の

間の信頼関係が最も重要だということである。その信頼関係を阻む一番大きな要素に、

「相談者と支援者の認識のギャップ」があることが明らかになった。このギャップは、

支援の質と量に関するもので、相談者が必要としている支援の量や質は、支援者が常識

的に判断するその質や量と、大きなかい離がある。 

 相談支援の現場において、スムースで効果的な支援を目指すとき、このギャップが 

解消されなければスタートしない。 

 

では、どのようにすればこのギャップが埋まるのであろうか？ 

調査のご協力をいただいた 67人の相談者の小さな「声」を、繰り返し紐解く中で、 

感じたことをまとめた。 

  

 

『相談者と支援者がすれ違わないために、 

支援者が常に意識すべきことと、その行動』 

 

 

１．相談者を否定する言葉を「一切」使わない 

 

２．相談者の言ったことを一旦、 

「すべて真実」だと受け止める 

 

３．その上で、それでもまだ割り引いて 

「控えめに話している」のだと疑い続ける 
 

４．とにかくこちらから「会いに行く」、同行する 

５．支援者同士がひんぱんに「集まる」 
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第６章 調査員の声 
 

１．調査員アンケートから 

 

本調査は、就労支援や生活支援、相談支援など対人支援の仕事に従事している者が調査

員となり、過去に社会的に孤立の状態にあった方への聞き取り調査を行った。 

普段から多くの困りごとを抱えた方からの相談を受ける立場にある調査員たちにとって、仕

事を離れて相談者の心情を聴くこの調査は新鮮な体験であった。また、聞き取りに際しては、

相談者だけでなく他の支援機関の担当者との打ち合わせや対話の機会も多く、この調査のプ

ロセス全体が、対人支援に関わる調査員にとって大きな学びともなっていた。聞き取り調査を

終えた調査員からのアンケートから、これからの相談支援や対人支援となるヒントを得た例を

紹介する。 

 

（１） 相談することに対するハードルの高さ 

 

 相談者にとって支援機関を見つけることや見つけた支援機関に行くこと自体が、支援者が思

っている以上に困難であることに気付いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（「聞き取りの中で一番印象に残った相談者のひとことは？」という質問に対して） 

『支援を受けるということに考えが及ばない、考えたこともなかった』 

（女性・50 代・対人支援経験 10 年） 

（「聞き取りの中で一番印象に残った相談者のひとことは？」という質問に対して） 

『弁護士に相談すればいいとわかっていたが、 

つながり方が分からなかった』 

『相談したくても電話もお金も取り上げられて 

どうすることもできなかった』 

『自分で何とかしなければ、という考え方が強く、相談しづらかった』 

（女性・30 代・対人支援経験 6 年） 
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（２） 聞き取りの難しさ 

 

相談者の中には、障害特性等の理由から、自身の気持ちや記憶をうまく言葉にすることがで

きない方も少なくなかった。また、初対面の人から過去のつらい経験を聞かなければならない

こと、それにあたっての配慮をすることにも留意した。限られた時間で調査の狙いに合った情報

も得なければならず、調査員がジレンマを感じたこともあった。 

しかしながら、これらは相談の現場でも同じように起こりうることである。調査をきっかけに、

職場での面接や面談の姿勢や内容を振り返る機会ともなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カウンセリングを受けてきた人は、とても上手に気持ちを言葉にできていたが、

言葉がきれいすぎて、本当に本心を表しているのか？ 

ひょっとすると他人の言葉が自分の気持ちになっているつもりなのではない

か？と疑ってしまうような、もやっとした気持ちが残りました。 

反対に、知的障害のある方などは、言葉で上手く表現することが苦手で、どん

な時にそう感じたかとか、何故そう思ったのかなど、突っ込んだ質問に対して、

答えを引き出すのに苦労しました。 

（女性・50 代・対人支援経験 7 年） 

感想、気付きを聴いてもわかりやすい答えとして返ってこないこと。 

内省、言語化が苦手な方から、聞くことが大変だった。同席していただいた支援員

の方のフォローがなければ、全容を知ることは難しかった。 

（女性・30 代・対人支援経験 1.5 年） 

その方の気持ちを言葉にしていただくというのは、とても難しいことだと思い

ました。どうしても「うれしかった、つらかった、ありがたかった」のような抽

象的な言葉になってしまいます。 

「じゃあなぜそう思ったのか」というところを深く話していただけるように、

こちらからどう質問するかというのが課題でした。聞き取りの手法をもっと経験

し、勉強しなければいけないと感じました。 

（女性・20 代・対人支援経験 2 年） 



第６章 調査員の声 
 

 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 具体的な支援方法のヒントを得た 

 

相談者から直接気持ちや感想を聴くことで、普段の業務では知り得なかった具体的な支援

方法のヒントを得たという意見も多かった。また、「自分が正しいと思ってしていたことと、相談

者が求めていたことのギャップに気付いた」という感想も聞かれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会話補助装置を使ってお話をされる方からの聞き取り。初めてのことで慣れてお

らず、口頭でする会話の何倍もの時間がかかり、途中でじれったくて聞くことを諦

めそうになった。これがインタビューでなく実際の相談者であったら、どのような

コミュニケーションが自分にできるのか考え込んでしまった。アセスメントができ

るのだろうかと不安になった。 

（女性・30 代・対人支援経験 6 年） 

今回の調査で、出来事とその時の感情を中心としたアセスメントをしたことで、

相談者の内面を深く知ることができました。今後、仕事でもこのような感情の変容

に焦点をあて、整理したアセスメントができると、相談者の未来を支えるヒントに

なると思いました。 

（男性・30 代・対人支援経験 11 年） 

自分が考えていたよりも細かいステップが支援には必要なことがわかりました。

また、今後の大きな見通しを見せることで、相談者に漠然とした不安からステップ

を踏もうという気持ちが生まれることを知りました。 

（男性・30 代・対人支援経験 0.5 年） 

自分の職場と同じ業種の支援機関についての聞き取りをして、支援プログラムの

設計の考え方がとても参考になりました。どんな小さなことでも、成功体験と関係

性づくりを織り込んでいるところは参考にしていきたい。 

（女性・30 代・対人支援経験 1.5 年） 
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（４） 様々な制度や支援機関を知ることの重要性 

 

調査員自身が業務で携わっている分野以外の制度や法律をあまり知らず、もっと知りたいと

いう声が多かった。社会的孤立の状態にある方は複数の困りごとを抱えているため、1 つの専

門分野の知識、1つの支援機関だけでは充分な対応ができないことが多い。調査員が実感とし

てこの認識を持ち得たことは大きな収穫であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 協働の難しさ 

 

様々な支援機関との協働、ネットワークが支援に必要であると感じたことと同時に、実際に

調査を通して協働やコミュニケーションの難しさを実感したという意見もあった。支援機関同士、

異なる立場や考えを持つ人とどのように協働していくかは、複数の困難を抱えた方を支援して

いく上での大きな課題である。 

 

 

 

 

 

現行の制度や法律について、当事者の状態にマッチした制度、法律の扱い方の 

多様性を知りたい。 

（女性・20 代・対人支援経験 6 年） 

新たな生活困窮者自立支援制度や、精神障害・認知行動療法について知りたい 

と思った。 

（男性・40 代・対人支援経験 9 年） 

思いもよらないルートから支援につながることもあると感じたので、支援先の 

ネットワークをもっと知っていき、連携をとれればと思う。 

  （男性・30 代・対人支援経験 8 年） 

日程調整や、協力いただく支援機関の担当者の方に調査の意図を理解してもらう

ことに苦労した。 

（女性・40 代・対人支援経験 6 年） 

支援者個人の力もありますが、組織で協力して行っていくことも必要であり、 

そのような組織作りや地域作りをしていこうと思いました。 

（男性・30 代・対人支援経験 11 年） 
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（６） 仲間や役割を持つことの大切さを実感した 

 

社会的孤立の状態から脱する過程において、仲間づくりや役割を持ち誰かの役に立つこと

の大切さが多く挙げられた。これらは今後の支援活動に対する重要な示唆となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

聞き取ったお話を文字に起こして読む人に伝えることが一番難しかった。 

（女性・40 代・対人支援経験 4 年） 

様々な支援機関、違った考え方やモチベーションを持つ人と協働して調査事業を

進めることに苦労した。ちょっとした打合せや連絡でも時間が合わないなど。 

（女性・30 代・対人支援経験 6 年） 

（「聞き取りの中で一番印象に残った相談者の方のひとことは？」という質問に対して） 

『今まで行ってきた大工としての技術を活かせる場を与えてもらえた。他の人た

ちから頼りにしてもらい、居心地が良い。そのため日にちが経つのが早い』 

（男性・30 代・対人支援経験 11 年） 

『仲間ができてうれしかったこと、施設の中で役割、頼りにされている…という

体験をして、うれしそう、満足そうな顔を見たことが印象的です』 

（女性・30 代・対人支援経験 1.5 年） 

（「聞き取りの中で一番印象に残った相談者の方のひとことは？」という質問に対して） 

『今まで笑顔を向けられたことがあんまりなかった。でも（地域活動に参加する

中で）地域の人たちが笑顔になってくれた。幸せだと感じられた』 

（女性・20 代・対人支援経験 2 年） 
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（７） 本人の力を信じること、本人を中心にした支援 

 

 どんな困難な状況でも決してあきらめない相談者の力を信じて、その意志を生かすことの重

要性に気付いた。まずは相談者のそのままの姿を認め、根気強く長期間、伴走することの大切

さが挙げられていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（「聞き取りの中で一番印象に残った相談者の方のひとことは？」という質問に対して） 

私が聞き取りをさせていただいた当事者の方全員が“これからやりたいこと”を

話せること。『活動を手伝いたい』『結婚したい』『アパートを借りて暮らしたい』

『チャンピオンになりたい』などなど  

（女性・40 代・対人支援経験 6 年） 

その人の望む生活を支援することが一番大切であると思う場面が多かったです。

待つことができる支援者になりたいと思いました。 

（女性・40 代・対人支援経験 6 年） 

関わった支援者が、その方の可能性を、どれだけ信じることができるか。それに

尽きるのではないかと思います。 

（女性・50 代・対人支援経験 7 年） 

孤立から生じた生活困窮で、何をどうしたらいいか考えられる状況ではない中、

とにかくもがいてたどり着いた支援者・機関がどこまでその人に寄り添えるかで

あると思いました。寄り添いと一言で言うが、環境が違う者同士が相手の環境を

理解するというのは、すぐにできることではないと思います。しかし、理解しよ

うと思えるかどうか、相手の人生をイメージできるかどうかであると思いました。 

これから全国で様々な支援者・機関が生活困窮者自立支援法の下で相談支援に

携わることになるが、相談支援者は関わる一人一人を大切に思うという当たり前

のことを実直に行えるかが鍵であると思いました。相談者の生活を整えることは

もとより、様々な価値観を認め、その可能性を伝えられる人（時には環境を作れ

る人）が求められているように感じました。 

（男性・30 代・対人支援経験 11 年） 
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２．調査員の声 

『当事者は、何を感じとるか』 
（男性 40代 対人支援の経験：約 15年） 

 

 今回、様々な団体・個人の支援を受けてきた元ホームレスの方々など、複数の困難を抱えてきた当事

者にインタビューをすることで、当事者の気持ちを聞く機会が与えられたことに、とても感謝しています。

支援者側としては、何かを提供していくことが、その人の自立への手助けとなると考えがちです。それは、

食べ物であり、衣服であり、住居であり、仕事を見つけていくことです。 

「なぜ、支援をうけようと思ったか？」そのきっかけとなる声かけや状況、「どうして信頼していけたのか」

という点に注目してヒアリングしていく中で、共通したものがあることに気付くことができたように思います。

炊き出しや、夜回りなどでの食事の提供が出会いの場となったケースは、そのひとつだと思います。はじ

めは信用してくれない人が、何回かのアプローチで一緒に食事をする中で、その人の支援をうけてみよ

うと動いているケースも聞くことができました。しかし、食事以上に当事者本人が“受け入れられている”と

いう感覚が、支援につながっているのではないかと思います。 

聞き取りの中で驚いたことは、法的にも問題のある貧困ビジネスの人たちが、深夜に夜回りし、ホーム

レスの方に声をかけて、その人が荷物を持ってくるまで待って、その後で食事を提供して面談をし、すぐ

に住む場所を提供していたことです。それは支援団体や行政には、なかなか出来ないことです。貧困ビ

ジネスの方が、ホームレスに対するアプローチのやり方を心得ているようにみえるのです。（残念ながら、

後から搾取されていることに気付くのですが。） 

何が理想的な支援かを聞いていくことは、勉強になりました。当事者にとって、自分が受け入れられる

場や人々がいることと、その共同体の中で何らかの役割を見いだしていることの大切さに気付かされま

した。ある団体の調査でインタビューした３人中の２人は、いまだにホームレス生活をしていました。彼ら

は以前に生活保護を受けて、施設やアパート暮らしも経験してきているが、これまで関わってきた支援団

体や行政の対応では傷ついてきており、それらの支援ではやっていけなかった人たちでした。しかし、現

在の彼らは、今の支援団体において、自分をあるがままで、受け入れてくれる居場所を見いだしていま

す。まだ定まった住居がなくても、自分の役割を見つけて、生き生きとしている姿に接することができまし

た。 

 支援団体にしても、行政にしても、「こうあるべき」という支援者側の思いで、支援の押しつけになってい

ることはないだろうかと反省させられるところです。支援者側が強要すると、当事者にとって傷になってし

まう場合がある。そして本当は受けることのできる支援を当事者が拒否するようになってしまうのです。じ

っくりと当事者の話を聞き、信頼を得て行く中で、押しつけでなく、当事者自身が動いていく気持ちになる

まで、じっくり待つことが大事だと思います。 

調査のまとめを見ると、信頼を勝ち得ていくためのアプローチの仕方が、見えてくるかもしれません。

理想的な方法の根底には、支援者側の人生や人間に対する価値観があり、声かけや受容的な雰囲気

など、当事者の信頼を得て関わりをもっていく行動につながってきているのだろうと思います。  
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『体験と物語に耳を傾けること』 
（男性 30代 対人支援の経験：約 0.5年） 

 

今回の調査員としての活動は、６月に相談員としての仕事を始めたばかりの私にとっては貴重な体験

となりました。それは、他の支援機関がどのように当事者と関わることで支援を進めていったのかという

経過を当事者の方から直接お聞きすることが出来たからです。 

当事者のお話を聞いてまず思ったことは、問題を解決してくれたから信頼関係が出来上がった訳では

ないという事実でした。それよりも家まで来てくれた、話を聞いてくれた、同じ趣味や経験をもっていた、と

いうようなことから信頼関係が始まっていることがほとんどでした。そして、ただ家まで来て話を聞いてく

れれば信頼関係が出来るのかと言えばそうではなく、当事者の方と同じ目線に立ってその人が置かれて

いる状況や今までの体験を理解することが大切だと感じました。 

調査のインタビューで当事者が熱心に語られることは、支援機関から解決してもらったことよりも今ま

での自分と社会との関わり方であったり、どういう思いを持って支援機関に相談をしたかということだった

と思います。 

不登校支援をしている支援機関への調査で、当事者のお話を伺った時に「自分の気持ちと行動をわ

かってくれて、徐々に学校へ行けるように親身にアドバイスしてくれたことが今学校に通えている理由だ

と思う」という話を当事者から聞かせていただきました。この「気持ちと行動をわかってくれた」というのは

学校に行くことができない自分の行動と、学校に行きたくないのではなく、行けなくてつらい気持ちがある

ことの両方をわかってくれたことだそうです。このことは支援者との関わりの中で一番うれしかったことだ

とお話してくれました。 

 調査をするなかで、支援者からわかってもらえたという体験を経験した当事者たちは、支援者以外の

人々にも目を向けて繋がっていくことに気付きました。例えば当事者会で仲間と助け合ったり、フリースク

ールの先輩に面倒をみてもらった体験から、今度は自分が後輩の面倒をみているというお話を聞いてい

ます。 

支援者からわかってもらえたという体験をしたことで、他の人にもわかってもらおうと自ら関わったり、

自分以外に困っている人の気持ちをわかろうとしていることには驚かされました。もちろんこの過程はす

ぐにではなく１年２年の過程を経てです。問題が解決されることよりも、「わかってもらえた体験からエン

パワメントされる」ことは誰もが共通しているのではと私は感じました。 

 今回の調査で私自身が勉強になったと思えたことは、当事者にとっては私が考えていたよりも細かい

ステップが必要だったこと、当事者がステップを踏みきれない時は今後の大きな見通しを見せることで漠

然とした不安からステップを踏もうという勇気が生まれること、なによりその人の視点でお話を聞くことで、

その人の今まで積み重ねた体験を理解することが大切だということを学びました。 

 私自身が今後、相談員としてさまざまな人と出会い、色々な経験を重ねていく中で、ひとつの事例から

一般化できる要素を取り出したり、一般化した要素を当事者に重ねてみたりする必要は多くあると考えて

います。ただ、どんな時も目の前の人に対しては無知の気持ちで、その人の重ねてきた体験と物語に耳

を傾けることが、その人と自分との関係の始まりだと心がけ、目の前の人が自ら動き出すように謙虚に

見守ることを大切にしたいと思えたことがこの調査活動の収穫だったと思っています。  



第６章 調査員の声 
 

 

 

100 

 

 

『調査を終えて思うこと』 
（女性 40代 対人支援の経験：約 5年） 

 

このたびの調査では、10 人の方々にお会いし、お話を聴かせていただきました。たらい回しにされ、否

定され、人が信じられなくなったり、何度も刑務所に入所されたり、自死されようとしたり。とにかく想像を

遥かに超える生きづらさを持った（持っていた）方々が、どんな映画よりドラマよりも劇的な半生を、惜し

げもなく、見ず知らずの私に語ってくださいました。まるで、その時を待っていたかのように、滔々と、生き

生きと、話し足りない様子で辛かったことも、嬉しかったことも、語ってくださいました。まず、そのご理解と

ご協力に心から感謝を申し上げます。また、多くの方が、ご自身を語ることで障害や病気、状況を再確認

できたと喜んでくださったことや、支援者も初めて聴く今後の夢や希望を語ってくださったり、支援される

側ではなく、支援者としての視点で語ってくださる方もいらっしゃり、それは、この調査の想定外の副産物

となりました。人が持つ力の不思議な強さ、素晴らしさを見せていただきました。 

みなさん、真面目で無垢で礼儀正しく真っ直ぐであるが故に、この混沌とした世の中のゆるさや曖昧さ

や不真面目さや矛盾に憤りを感じ、自ら身をもって、世の中が本来あるべき姿を取り戻すために、あたか

も率先して辛さを体験してくださったのではないかと考えてしまいます。真面で真っ当だから、社会の価

値観とのギャップに悩み苦しんでいるとしか思えてなりません。その辛さを知ってしまった者の責任として、

世の中に、誰もが分かるカタチで通訳して、そのことを伝えていかなければならないと感じています。 

「理想の支援なんてない。真剣に向き合ってくれるかどうかだ」と語ってくださった方の言葉が今も心に

響きます。支援者としてではなく、ひとりの人として、真剣にその人と向き合うことが、求められているとい

うことです。問題を解決することが支援だと勘違いしていました。もちろん緊急性を要する衣食住の問題

は解決可能なことが多いです。しかし、障害や病気の問題、人間関係や家族の問題等、困難な問題は

すぐには解決しません。それでも、今、困っていること、辛いことに焦点を絞り、真剣に聴き続け、寄り添

い続ける。この真剣さが生半可なものだとすぐにバレてしまいます。私は必要な材料を代わりに集めるこ

とはできますが、主人公は相談者です。解決への糸口や答えは相談者の中にあります。私は、ただ「ひ

とりじゃないよ。味方だからね」と声掛けをし、見守り続け、黒子に徹して伴走するだけです。これが、ど

れだけ大変で難しいことか、毎日の支援の中で痛感させられています。 

調査はこれで終了しますが、生きづらさを抱える方が少しでも解放されるよう、これからも必要なことを

学び続け、世の中が誰にとっても生きやすいユニバーサルデザインの社会になるように、私は「究極の

パーソナルサービス」ユニバーサルデザイン・コンシェルジュとして精進していきたいと思います。 
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『文学薫る調査に』 
（女性 50代 対人支援の経験：約 10年） 

 

以前、職場の研修で他県の虐待死亡事故の事例を検討したことがありました。ケース記録を読んでも

それが文書でしかなく、どんな支援ができたのか考えようにも全く想像ができませんでした。上司に「どう

思う？」と聞かれ「人が浮かび上がってきません」と答えると、「あるべきはずの文学がないからねえ」と

返ってきました。支援や記録には馴染まないと思える「文学」があるべきという発想にとても刺激を受けま

した。その後は相談者への聞き取りの視点が自分の中で変わりました。 

 今回の調査では「あるべきはずの文学」が感じられるよう聞きとり、まとめられたらと挑んでみました。

結果は読み手でないと分かりませんが、人が人に生き方を聞きとり、文章で綴ればそれは立派な「文学」

と言ってもいいのではないかと思いました。 

 調査には分析が、支援には結果が求められます。私は調査を終え、支援は相談者と支援者の生き方

のぶつかり合いと融合で行われると感じています。人の生き方を分析や結果で表現するのは非常に困

難だと思いますが、分析チームは専門性を発揮し独自の切り口でまとめています。調査結果が、孤立や

貧困の解決に向け活動する支援者たちのあり方を解明し、チーム支援の共通認識になるのではと期待

しています。同時に支援者たちがそれぞれの感じ方で味わう文学であれば素晴らしいですね。 
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１．「伴走型支援の現場から」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伴走型支援の 7 つの理念は、①3 つの縁

が持つ機能をモデルとした支援、②個別的

かつ包括的な人生支援、③存在の支援、④

多様な自立概念をもつ可変的かつ相互的な

支援、⑤当事者の主体性を重視する支援、

⑥日常を支える支援、⑦参加包摂型社会を

創造する支援です。 

 

「伴走型支援」と社会資源の創造 

まずは、参加包摂型社会を創造する支援

から先にお話しさせてください。伴走型支援

は、制度や仕組みを含め、どう社会資源を創

造するかというものでなければなりません。

対個人で終わる支援ではいけないと考えて

います。伴走型支援というのは、伴走してい

るという状態を指している言葉です。これま

での支援は、「提供できるメニュー」を出すの

が支援でした。一方、伴走型支援は、「伴走

している状態」を支援としているのが特徴で

す。問題解決をするのではなく、「どんな時で

も横にいるよ」ということを大事にしています。

北九州ホームレス支援機構は、①一人の路

上死も出さない、②一人でも多く一日でも早く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路上からの脱出を、③ホームレスを生まない

社会の創造という 3つのミッションで動いてい

ます。前者の 2 つは対個人の支援、後者は

対社会の支援です。このバランスがいいだろ

うと思っています。3つとも対社会の支援にな

ってしまうと、国を批判するばかりのかつて

の古めかしい運動のようになってしまいま

す。 

今日のような所でお話しすると、ホームレ

スの方の社会復帰を支援している団体の代

表と紹介されることが多いですが、皆さんに

お聞きしたいのですが、そもそも復帰したい

社会ですか？ 困窮者支援が歪んだ社会の

補完物になっていませんか？ ホームレス問

題は長い間個人の問題だと言われてきまし

調査の結果及び分析の参考とするため、本事業では2回の分科研究会を開催した。

第 1 回の分科研究会では北九州ホームレス支援機構の奥田知志代表を講師に、 

「伴走型支援」についての講演と、調査内容に関する報告と質疑応答を実施した。

生活困窮者および社会的孤立にある状態の人に対する、新たな支援方法として注目

されている「伴走型支援」の理想と現状から、当事者と支援者とのあるべき関係性

が発見された。 

伴走型支援とは何か 
〜生活困窮者支援の現場から〜 

ＮＰＯ法人 北九州ホームレス支援機構代表 奥田知志 氏 

平成 25年 12月 28日 



 

   105

 

た。しかし、パッと見ではわからないですが、

障害のある方も少なくありません。障害のあ

ることが子どもの頃に発見できなかったのは、

本人の責任でしょうか。また、北九州でホー

ムレスが急増したのは 1997 年から 98 年に

かけてで、これは日本の自殺者数が 3 万人

を超えたタイミングと機を一にしています。こ

れは社会構造的な問題といえるでしょう。 

 

「人は必ず変わる」 

～チャンスを生かし、一緒に変わる～ 

伴走型支援では、本人に伴走しながら、地

域にある様々な社会資源を結びつけていき

ます。社会にないものは作り出します。私は

厚生労働省の社会保障審議会のメンバーを

していましたが、生活困窮者自立支援法で

は必須事業と任意事業が分かれてしまった

ことはじくじたる思いがあります。 

しかし、この法律では、経済的困窮に加え、

社会的孤立の枠組みも考えてきました。社

会的孤立の背景には、社会的排除の問題が

あります。制度と制度の狭間におかれた

人々がいます。伴走型支援の方向性は「参

加と自立」です。自立と参加ではありません。

これまでは「自立した者が社会参加できる」と

いう考えが主流でした。典型的な例としては、

就職した人は社会参加しているが、就職して

いない人は社会参加できていないというよう

な考えです。だが、社会参加が自立の前提

ではないだろうか。この順番にはこだわりた

いです。生活保護制度については、生活保

護法の改定はいかがなものかと思っていま

す。基準切り下げもおかしい。けれども、生

活困窮者自立支援法はいらないという意見

には反対です。なぜなら生活保護制度には、

経済給付（現金支給）の限界、貧困・困窮問

題を個人の問題としている、流動性の低さと

いうような課題があるからです。 

貧困状態とは何か。お金がないこと、食べ

られないこと、お風呂に入れないこと、人と関

係を結べないこと、結婚できないこと、子ども

をつくれないこと、様々ありますが、総じてい

うならば無変化、「変化できない」ということが

最たる特徴だと思います。人は必ず変わる。

そのための援助をしています。でも、一方で

変われなくても人間は生きていていいんです。

変われなくてもずっと付き合う。ただ変化する

チャンスがあれば一緒に変わっていこうとい

う意識が必要です。 

 

関係性の困窮から社会的孤立へ 

私たちホームレス支援団体では、25 年前

から困窮概念を 2つに分けて考えてきました。

ハウスレス（経済的困窮）とホームレス

（関係性の困窮）です。けれども、アパートを

見つけ、再就職をするなどして経済的な

問題が解決したとしても、「俺の最後は誰が

看取ってくれるのか」という問題がありました。

そこには「ホームがない」という関係性の困

窮がありました。自立が孤立に終わるという

わけにはいかない。それを引き受ける社会

地域が問われてきます。これは生活困窮者

自立支援法においては、経済的困窮、社会

的孤立という枠組みになります。人間は食べ

物がないと生きていけませんが、食べること

だけで生きているかというとそうとも言い切れ
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ません。「何が必要か」と「誰が必要か」が両

方大事です。 

戦後の日本の困窮概念は、経済的困窮、

身体的困窮にどう立ち向かうかということで

制度を作ってきました。しかし、制度をいくら

作ってもそこに困窮者が結び付かない時代

に入ってきました。これが社会的孤立の問題

です。かつては困窮者の横には誰かがいた

んだと思います。けれども、地縁、血縁、社

縁が脆弱になり、しかも自己責任論。

制度は申請主義。こうした悪循環の中では

いくらよい制度を作ってもそこに到達できな

い人たちが一定数現れてきます。 

 

コーディネートの縁 

～人との出会いが物語を生む～ 

そこで、地縁、血縁、社縁に変わる新たな

縁が必要だといわれていますが、その議論

は間違っています。それらをつなぐ第 4 の縁、

コーディネートの縁が必要だと思います。貧

困のスパイラルには 2 つあります。世代間ス

パイラル、経済的困窮と社会的困窮のスパ

イラルです。昔から日本では「金の切れ目が

縁の切れ目」といわれてきました。お金は関

係を作っていく上でやはり大事です。例えば、

貧困家庭の子どもとそうではない家庭の子

どもとでは社会参加のチャンスが圧倒的に

違います。若者の貧困問題にきちんと取り組

まないとますます社会的孤立が進んでいき

ます。 

一方で「縁の切れ目が金の切れ目」である

ともいえます。野宿になった原因を聞くと、多

くは失業などですが、2 番目には離婚、

子ども、親との別れというのが出てきます。 

ある講演会で「ホームレスを支援するなん

て、甘やかすだけだ」という批判を受けたこと

があります。その方に、あなたは働いていま

すかと尋ねると「働いている。ボーナスはカッ

トされたし、残業手当もつかない」といいます。

そんな会社で、何で頑張って働いているのか

と 聞 く と 「 家 族 が い る か ら 」 と い う

答えが一言返ってきました。人間は誰かの

ために働くのだと思います。 

昨日も炊き出しをしましたが、私たちが

配るよりも上等な弁当が町には捨てられて

います。食べるだけならそれでいいのに、な

ぜ私たちのところへ来るのか。人を支えるの

は物じゃないんです。物に誰かが関わること

で、物は「物語化」していきます。物語への参

与とい うのは非常に大事です 。生活

保護が弱いのは物を物語化できず、お金が

お金で終わっているからです。働いた時に頑

張ったねと言ってくれる人がいるかいないか

で労働の価値というのは変わってきます。人

との出会いが物語を生み、意味づけや責任、

役割、そこに変化が起こってくる。それが伴

走型支援です。 
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◆質疑応答 

 

―家庭モデルとはなんですか？ 

 

伴走型支援の仕組を考える時に、一つの

ヒントとなったのが家庭モデルです。これは

かつての家族主義や、地縁、血縁、社縁が

素晴らしかったから取り戻そうということでは

ありません。家庭という機能を分析してみる

と、４つの機能があることがわかりました。 

１つ目は、受け皿的機能ということで、家

庭内での住居、食事、看護、教育、服飾など

のサービスになります。 

２つ目は記憶の機能です。思い出や記憶

の共有はアイデンティティーをつくる上でとて

も大事であり、さらにはデータベース的な機

能も果します。 

３つ目は、家庭外サービスへのコーディネ

ート機能で、緊急時の病院搬送や、社会資

源へのコーディネートがこれにあたります。 

４つ目は、役割の付与の機能です。家庭

内では助ける側と助けられる側の役割が転

換していることがわかりました。 

受け皿的機能、家庭内サービスについて

は、コンビニの一人暮らし用の惣菜の充実や、

公的介護サービスなどで代替えが進んでい

ますが、記憶の機能、伴奏型のコーディネー

ト、役割の付与はまだまだ不十分です。これ

を誰が担うのか。どのような仕組みが考えら

れるのか。伴走型支援は直接的なサービス

を提供するのではなく、社会資源に結び付け

る専門職です。広い知識と情熱、コーディネ

ート能力が非常に大事になってくるだろうと

思います。 

 

―現在、ホームレス支援をしているのです

が、野宿、アパート入居、野宿をくり返し

ている人がいます。自ら野宿という生き方

を選んでいる人、伴走型支援を必要としな

い人に対して、奥田さんはどう接します

か？ 

 

今回の生活困窮者自立支援法の成果を

どこで見るかの話で、この法律の生みの親

でもある山崎さんは、就労率ではなく、社会

的関係がどのように構築されたかで見るべ

きだと主張されています。私もそれには賛成

です。私たちは野宿から居宅、無職から就労

というように成果を求めますが、一方で、失

敗しても再チャレンジしているというのも大き

な変化だと思います。どこに成果を想定する

かが大事です。 

例えばガードレール型の支援というものが

あります。道の両側にガードレールを作り、

そこから道を外さないように鉄壁の守りをす

る支援ですが、私はそういう人生は嫌なんで

す。道を外れたとしてもまた戻れるような支

援を目指しています。簡単に失敗と言わず、

それもその人の人生の一部なんだというスタ

ンスを持てるのが伴走型支援の良いところで

す。必ずしも野宿に戻ってしまったことを支援

の失敗という必要もないと思います。ガード

レール型の支援に固執してしまうと本人にと

ってもきついですし、支援員はもっときついで

す。私たちは自立支援という言葉は封印しま

した。人生支援と呼んでいます。山あり谷あ

りの人生。ともに生きていこう、一緒に居よう

ということに価値をおいています。存在その

ものが支援であると考えています。 

 

―対社会へのアドボカシー。社会を変えて

いくためにどうやっていくか。今回の制度

は自治体ごとに仕組みを決めるようにな

っています。愛知、名古屋での取り組みに
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ついてアドバイスをお願いします。 

 

今回の制度の面白いところは、個別的・包

括的・継続的支援であることです。NPO やボ

ランティアの世界も縦割りです。まずは民間

レベルで横串を通していくことです。北九州

市では市民協議会をつくりました。 

また、１つ１つのプログラムへの出演者を

増やすことも大事です。相互多重型支援とし

て、被災地では採った海産物を就労困難な

状態であった若者が調理したり、配達したり

する商品を売り出しています。 

最後は、政策研究会を作ることです。北九

州市立大学に政策研究会を作りました。研

究者、市議会議員、役所の課長と月に一度

のペースで開催しています。まさにアドボカ

シーの具体化です。このような３重ぐらいの

仕組みを作ることです。待っていても何も始

まりません。 

 

◆総評 

 

お話を聞いていて、どう手を打つか、誰が

いてくれるのかの組み合わせが大事になる

と思いました。伴走型支援では、「つなぎ」と

「戻し」の局面があります。時間軸が長いで

す。今までの支援は地域に「つなぐ」というこ

とがよくいわれてきましたが、「戻す」機能を

もった相談支援事業所であるかが重要で

す。 

つなぐではなく、投げ渡しになってないだろ

うか。どれだけ優れた支援員がいても一発で

すぱっと決めるのは難しいです。支援をする

にあたっては支援者が見立てたサポートプラ

ンだけでなく、本人にパーソナルなプランも

書いてもらっています。昨今は、当事者主権

ということでパーソナルプランだけで勝負しよ

うという事業所も出てきていますが、私は難

しいと思っています。本人の認識が追いつい

ていないこともあるからです。支援のプランと

の２つでやっていくべきだと思います。 

（文責：草の根ささえあいプロジェクト） 
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生活困窮者自立支援制度について 
厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

生活困窮者自立支援室長 熊木正人 氏 

平成 26年 1月 12日 

２．「生活困窮者自立支援法について」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活困窮者自立支援法は、昨年 12 月に

成立し、平成 27年 4月から全国 900の自治

体で施行されます。生活保護世帯の増加を

受け、生活保護の手前にいる生活困窮者を

支援する法律です。福祉事務所設置自治体

では、自立相談支援事業と住居確保給付金

の支給の 2つを必須事業としています。その

他地域の課題に合わせて、就労準備支援事

業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、

学習支援事業を任意事業として実施すること

ができます。 

自立相談支援事業・住居確保給付金は国庫

負担 3/4、就労準備支援事業・一時生活支

援事業は国庫補助 2/3、家計相談支援事 

業・学習支援事業は国庫補助 1/2となります。

都道府県は就労訓練事業（いわゆる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中間的就労」）の認定も行います。 

全体の拠点となるのは自立相談支援事業

です。アウトリーチも含めたワンストップ型の

相談窓口で、地域のネットワークづくりも担い

ます。 

 

生活困窮者制度が目指すもの 

～地域を変えていく～ 

新たな生活困窮者制度が目指すものにつ

いてお話しします。まずは 4 つの基本的な視

点として、①自立と尊厳、②つながりの再構

築、③子ども・若者の未来、④信頼による支

え合いを挙げています。対個人に対する支

援を強化するということだけでなく、対地域と

して、地域を変えていく目標と志をもって運用

していくことが必要とされます。 

支援の形は 3つあります。包括的・個別的

な支援では、心身の不調、知識や技能の欠

落、家族の問題など、多様な問題を同時に

複数かかえている困窮者に対し、いわゆる

縦割り行政を超えて対応していきます。早期

的・継続的な支援では、社会から孤立し、

SOS を発することのできない困窮者に対し、

訪問支援なども含めて継続的に対応してい

第２回の分科研究会では厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援

室長 熊木正人氏を講師に迎えた。平成 27年度より施行される「生活困窮者自立支

援法」では、ワンストップ型の相談窓口が設置される。生活困窮者を地域で支えてい

く仕組みであるこの法律がどのような狙いで制定されたか、どう実現していくかを聞

いた。 



第７章 分科研究会「誰ひとり孤立しない社会をめざして」での研究・検証 
 

 

 

110 

 

きます。分権的・創造的な支援では、早期発

見から出口まで、それぞれの段階に応じた

支援を地域の社会資源と連携しながら対応

していきます。地域により、ニーズや社会資

源の状況は異なります。ある地域で成功した

からといって、同じことを別の地域でしても成

功するとは限りません。 

自立相談支援事業は、福祉事務所設置自

治体が直営、または社会福祉協議会、社会

福祉法人、NPO などに委託して実施します。

生活困窮者からの相談を受け、アセスメント

や支援プランの作成、関係機関との調整を

行います。全国統一のアセスメントシートを

準備したいと考えています。プランができた

ら、支援調整会議で合意を経て、支援サービ

スなどにつなげていきます。自立相談支援事

業には、主任相談員、相談支援員、就労支

援員の配置を予定しています。国としてもそ

のための人材養成研修を平成 26 年度から

実施していきます。 

 

モデル事業の状況 

これまでに 68の自治体でモデル事業を実

施してきました。その状況を紹介します。相

談件数は、ひと月平均 2～40件。最も多い年

齢層は40代から50代。相談経路は、関係機

関・関係者による紹介が４割弱と一番多く、

続いて本人の来所となっています。関係機関

とのネットワークが入り口の第一歩となって

いることがわかってきました。支援により見ら

れた変化においても、経済的な評価だけで

はなく、多様な評価が必要だろうと思いま

す。 

 

課題をきっかけとした地域づくり 

今後の課題をまとめてみました。検討課題

①は、法律の趣旨を理解する。これは当たり

前のことかもしれませんが、ホームレス支援

をしている方はホームレス支援の延長で、若

者支援の方は若者支援の延長で考えていな

いでしょうか。そうではなく、全く新しい世界に

入ります。生活困窮者を幅広く包括的に支援

していく形を考えていきます。対象者は生活

に困窮している人です。法律上では、現に経

済的に困窮し、最低限度の生活を維持する

ことができなくなるおそれのある者と書いて

あります。 

検討課題②は、行政内の庁内体制の構築。

まずはどこの課が担当するのかが大切です。

全庁的に連携する必要があります。滋賀県

野洲市では、市民生活相談課が中心となり、

31 の課・組織が参画する委員会を設置して

います。 

検討課題③は、実施方法の検討。自治体

の直営なのか、委託なのかを考えます。自

立相談支援事業を委託する場合は、包括的

な支援、就労に向けた支援の両方ができる

体制を組む必要があります。自治体側でも

委託をしたらそれでおしまいということではな

く、自治体と受託事業者が一緒になって社会

資源を作ることが大切です。高知県高知市

では、高知市と社会福祉協議会が連携して

います。 

検討課題④は、関係機関との連携体制の

確保。ハローワーク、福祉事務所、自立相談

支援事業の三者を軸に、多岐にわたる関係

機関とのネットワークを作っていきます。イン

フォーマルな機関ともつながっていきます。

長野県では、連絡会議に県や市の関係部署

が入っており、社会福祉関係団体だけでは

なく経営者団体等も参画し、広範かつ多様な

地域ネットワークが構築されています。新しく

生活困窮者支援ネットワークの名簿を作るよ

うなイメージです。実際に機能する名簿をい
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かに広げていくかが重要です。 

検討課題⑤は、協議の場の設定。福祉事

務所を設置する全国 900の自治体で、これ

から新しく話し合いの場をもっていきます。一

足飛びにはできないですし、その必要もあり

ません。できるところから踏み出していただき

たいです。それが生活困窮者自立支援法が

目指す地域づくりになります。 

いずれにしても、今日ここにお越しの方は、

おそらく何らかの形でかかわっていただくこと

になると思います。なぜならば、この仕組み

は、障害、高齢、児童、生活保護に加え、第

5の福祉というものを作り、それらを束ねて地

域づくりをしていこうという制度だからです。

私も関係者です。皆さんも関係者です。困窮

者はいろいろなニーズがあり複合的です。困

窮者を真ん中において、その周りの資源をい

かに広げていけるかが勝負になると思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆自立支援法に関する質疑応答 

 

自立相談支援事業について 

―自立相談支援機関は、相談者を地域の関

係機関に振り分ける役目を担っています。

しかし、信頼関係を構築するために、一定

期間滞留するということも必要ではない

かと考えています。これは可能でしょう

か？また、自立相談支援事業の評価につい

てどのように考えていますか？ 

（草の根ささえあいプロジェクト 渡辺） 

 

相談支援の場ではアセスメントがとても大

事です。信頼関係を醸成していく中で方向性

を決めていくからです。アセスメントの機関が

３か月ぐらいかかることもあるでしょう。そうし

た点もきちんとマニュアルなどで文書化して

いきたいです。 

相談件数については、プランを作った件数だ

けでなく、アセスメントをしている機関のもの

も件数としてカウントできるようにしていきた

いと考えています。経済的な評価だけでなく、

それ以外の評価軸も重層的に作っていきた

いです。 

 

就労準備訓練事業について 

―一般就労が難しい生活困窮者に対し、 

出口の多様化をどのように考えている

か？指標についても伺えればと思います。 

（一般社団法人 日本ダイバーシティ推進

協会 久保博揮） 

 

出口の場を作ることは非常に重要です。

支援調整会議に商工会議所や社会福祉法

人の方に入ってもらい、地道な理解を広げて

いくことも必要です。もちろん容易ではないで

しょう。しかし、こうした取り組みを１つ１つ、
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国、自治体、民間の間で広げていくことだと

思います。 

 

（久保）私としては、中間就労の場づくり

を生活困窮者の仕事にしていけないかと

考えています。 

 

家計相談事業、一時生活支援事業に 

ついて 

―家計相談事業は、生活保護を受けている

方にも必要であるように思うのですが、そ

の点をどのように考えればいいですか？

一時生活支援については、無料定額宿泊所

を活用できないかと考えているのですが、

どうでしょうか？ 

（ＮＰＯ法人ささしまサポートセンター 

定森光） 

 

この法律は、生活保護受給者以外の生活

困窮者を対象としています。ただし、生活保

護受給者にも生活困窮者にも対応できるよう

に、政府部内で調整をしています。 

一時生活支援事業については、単なるシ

ェルター機能だけではなく、自立支援として

考えています。それを一時生活支援事業が

やるのか、自立相談支援事業がやるのかは

検討中です。 

 

（定森）私たちは名古屋で活動をしていま

すが、本人のできていないことには何か背

景があると思います。そのためにどんな支

援が必要かを、官民協働で話し合える場を

作っていければと思います。 

 

学習支援事業について 

―学習以前の生活支援や親の支援が必要。

貧困の連鎖を食い止める根本的な解決策

をどう考えているか。また、生活困窮者が

集中する、公営住宅内の居場所や子育て 

広場を設けるなどのソフトの支援が必要

と考えるがどうか。今回の制度で学習支援

が広がっていくことは期待できるが、それ

以外の支援も必要なのでは。各自治体に 

任せられる部分も多いがどういったこと

を自治体に期待しているのかをお聞きで

きればと思います。 

（ＮＰＯ法人こどもＮＰＯ 青野桐子） 

 

多くの自治体では中学３年生を対象に、 

学習支援をしていますが、もっと早い段階か

らの支援が必要です。一方で財源の問題も

あります。今よりも財源が確保されるのは間

違いないですが、でも全部はきっとできない

でしょう。その中でどれをやるのかを考えな

いといけません。学習支援のガイドラインを

提供するときには、そうした観点も盛り込み

たいです。 

 

（青野）今回、生活保護に至らない方を対

象にするという意味では、まさに子どもも

対象になると思います。本制度だけでなく、

子育て支援などの行政担当局とも一緒に

考えていきたいです。 

（文責：草の根ささえあいプロジェクト） 
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おわりに 

 

北九州ホームレス支援機構の奥田知志さんが、本調査の分科研究会でおっしゃられた 

言葉が印象に残っています。「自分はホームレスの方の社会復帰を支援している団体の代表

と紹介されることが多いですが、皆さんにお聞きしたい。『今の社会は、そもそも復帰したい社

会ですか』と。」 

 

誰もが復帰したい、参加したいと思える社会とは、どのような社会でしょうか。この調査は、

その答えを複数の困難を抱えている方々から教わるための機会であったと言っても過言では

ないでしょう。複数の困難を抱えている方々が他人や社会とつながってゆくには、決してその

人を否定せず、そのままを受け入れられる人や居場所が必要であり、何よりもその入り口と

なる相談窓口がそのような存在でなければなりません。 

 

「誰もが否定されず、認めあって役立ちの場を持てる社会」をつくる手立てのヒントがたくさん

調査から見えてきました。思い出したくないことや話しづらいことがある中で、勇気を出して 

調査に協力してくださった相談者の皆様、本当にありがとうございました。あらためてお礼を 

申し上げます。 

 

相談者から選ばれる「支援者」になるためには、今回頂いた一人ひとりの「小さな声」を

日々の現場に生かしていくことこそが一番の近道であると信じ、『小さな声たち～こんな風に

向き合ってください～』と題して報告書の最後のページに記しました。このメッセージが多くの

支援者に届くことを願っています。そして、これからも「小さな声」に耳を傾け続けることを約束

したいと思います。 

 

調査にあたり多くのご協力・ご助言をいただきました全国の支援機関の皆さま、検討委員

の皆さま、NPO法人起業支援ネットの皆さまにもお礼を申し上げます。 

 

平成 26年 3月 

一般社団法人 草の根ささえあいプロジェクト 

調査チーム 
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小さな声たち ～こんな風にささえてください～ 

 

今回の調査を通じ、多様で重複した困難を抱える方々にお会いして、 

とても貴重なお話を伺ってきました。 

排除され、否定され、誤解され、幾度となく失敗を繰り返し、 

自信をなくし、人間不信となり、その度に傷ついてきた。 

それでも諦めず、ついに安心の場とそれぞれの役割・役立ちがあると感じ始めた、 

そんなおひとりおひとりの「小さな声」を拾い集め、編集した言葉をつなぎあわせ、 

メッセージとしてここにまとめました・・・小さな声たち 

 

 

人として認めてください。人として接してください。 

違いを否定せず、受け止めてください。 

人として興味を持ってください。 

挨拶や身近な話もしてください。 

 

私の目を見て話してください。 

うわべだけでなく、私の話をちゃんと聴いてください。 

あなたの「ちゃんと」は、私の「ちゃんと」とは違うかもしれません。 

私の想いを汲み取って欲しいのです。 

私のことをまだよく分からないのに、「○○だろう」「○○なはずだ」と 

決めつけないでください。 

わかってもらえたと感じた時、哀しみはすっと消えてなくなるかもしれません。 

 

大きな声や厳しい表情を向けられると萎縮してしまいます。 

横柄な態度をとられると、カチンと来てしまうかもしれません。 

私はとても緊張しているのです。 

       

聞き取りやすい口調ではっきりとした声でしゃべってください。 

私にも分かる言葉で話してください、そして考えさせてください。 

 

私がここまでの状況になった原因や経緯を理解しようとしてください。 

ただ聞くだけでなく、具体的に聴いてください。本当に困っているのです。 

たらい回しにだけはしないでください。 

 

わからないことをわからないと言えないときがあります。 

面倒くさいと思われるかもしれないと不安なのです。 

他人のことを必要以上に気にしながら生きているのです。 

人に頼るのが下手くそで、甘え上手じゃない私のことを認めてください。 

「本当は頼りたい」という私の気持ちを分かってください。 

 

押しつけでも上から目線でもない、対等な関係でいてください。 

どうぞ優しく、笑顔で、穏やかな雰囲気で話をしてください。 

誰に対しても分け隔てなく、そのように接してください。 
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自分では気付けない私の一面にも気付いてください。 

私のある一部分だけではなく、まるごとすべてを見てください。 

たとえ周りにとってはどうでもいいことでも、見ていないようで見つめていてくれていたら 

それがとても心強いのです。 

 

周囲の人が共感してくれることが支えになります。 

時として、気持ちと行動がちぐはぐになってしまうことがあります。 

でもそのことをわかってほしい。親身にアドバイスもして欲しいのです。 

一緒に頑張ろうと言ってもらえることがどれだけ嬉しいことか。 

 

すぐに○○しろと言わないでください。 

具体的に計画を立てることが苦手です。それができずに立ち止まっているのです。 

無理強いをしないで、心の変化をじっと待ってください。 

私ができるところから少しずつ「こうするのはどう？」と提案して、手伝ってください。 

 

どうか優しくしてください。 

気にかけてもらえることが何よりありがたいのです。 

ちょっとした気遣いや声掛けが大きな支えとなるのです。 

何気ないひと言が、１本の電話がとても嬉しいのです。 

 

衣・食・住・仕事があるという、普通の暮らしがしたいのです。 

食事ができて、お風呂に入れて、ベッドでねられること、それがありがたいのです。 

私のためにすぐ動いてくれたり、必要なものを用意してもらえたり…。 

大切にされたことがないから、それがとても嬉しいのです。 

 

今まで幾度となく怒られてきました。あなたが思う以上に恐怖心が強いのです。 

でも、本気で叱られるのは嬉しいことです。対等な人として扱ってもらえていると感じるから。 

何でも言いたいことを言える関係を築けたら嬉しいです。 

 

私にできることで役割を与えてください。 

支援をする側、される側の垣根がなく、相談にのったりのられたり、愚痴を聞き合ったり。 

そういう関係になれたら嬉しいのです。 

何かひとつ誰かの役に立つことができたら、そうしたらまた頑張ろうと思えるかもしれません。 

 

点でなく、線で支援をしてください。 

線の太さは変わってもいいのです。 

必要な時に、太く、しっかり、力になってもらえたら助かります。 

そして支援の手があまりいらなくなっても、 

「関係はなくならないよ」と言ってください。 

つながりは細いけれど、決して切れることがないと分かると安心できます。 

 

こんなちっぽけな私でも、私の人生の主役は私自身です。 

そっと黒子のような存在で見守ってください。 

何かあった時、つらい時、いつも戻れるホームのようであって欲しいのです。 
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